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＜参考＞ 

１．国際勧告等との関連 

(l)  本標準は、１９９８年１月のＩＴＵ－Ｔ ＳＧ１１会合（高知）において承認されたＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．

２９５１に準拠したものである。 

 

２．上記国際勧告等に対する追加項目等 

2.1 オプション選択項目 

下記の項目については、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．２９５１において複数の選択肢があるが、ＴＴＣとしてはそ 

 の一方のみを標準化する。 

(1) ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）における網からＩＳＰＢＸあるいは私設システムへのＤＤＩ番号

の転送（１．５節） 

網からＩＳＰＢＸまたは私設システムへのＤＤＩ番号の転送は、一括着呼手順を標準とし、分割着呼手

順を非標準とする。 

分割着呼手順を標準化しない理由は、ＪＴ－Ｑ２９３１において分割着呼手順を非標準としていること

によるものである。 

 

(2) 複数加入者番号（ＭＳＮ）におけるデフォルト番号の指定（２．６．２節） 

複数加入者番号の一つを複数加入者番号付加サービスの加入者が、そのインタフェースのデフォルト番

号として指定することを標準とし、指定しないことを非標準とする。 

デフォルト番号を指定しないことを標準化しない理由は、ＩＳＤＮ環境においては網内で発番号情報要

素を転送することは必須と考えられる、ことによるものである。 

 

2.2 オプション項目 

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．２９５１における上記２．１節の各項以外の複数の選択肢がある項目に対して、ＴＴ  

 Ｃ標準としてもオプション項目とするものについて表１に示す。 

 

３．改版の履歴 

 

版 数 発  行  日 改 版 内 容 

第１版  １９９８年１１月２６日  制  定 

 

４．工業所有権   

 本標準に関わる「工業所有権等の実施の権利に係る確認書」の提出状況は、ＴＴＣホームページでご覧にな

れます。 

 

５．注意事項 

(1) 端末と網とが本標準に準拠して接続される場合においては、２．２節のオプション項目に関して、各々

が採用した選択肢の整合性を確認する必要がある。 

(2) 前記２．１節で非標準とした項目に関しても、ＩＴＵ－Ｔ勧告との関連等の内容の明確化のため、こ

れが非標準と言うことを注記した上で、本文にはそのまま記述している。 

(3) ＩＴＵ－Ｔ勧告１．１３０において定義されているＩＳＤＮサービス方法論に従い、各付加サービス

の定義に関しては標準ＪＴ－Ｉ２５０シリーズ（ステージ１）に記述され、各付加サービスの網と端

末の機能分担などに関してはＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．８０シリーズ（ステージ２）に記述されている。 
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(4) 本文中に記述されている他の付加サービスとの相互作用に関して、現時点では標準となっていない付

加サービスに対しても記述しているが、その記述はその付加サービスが標準となった時点で追加・変

更される可能性があるため注意が必要である。 

 

６．その他 

  (1)  参照する主な勧告、標準等 

（ⅰ）ＴＴＣ標準 

ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅰ］、［Ⅱ］、［Ⅲ］、［Ⅳ］、［Ⅴ］、［Ⅵ］、［Ⅷ］、 

ＪＴ－Ｉ４１３、ＪＴ－Ｉ５８０、ＪＴ－Ｑ２９３１、ＪＴ－Ｑ９５１ 

 

（ⅱ）ＩＴＵ－Ｔ勧告 

Ｅ．１６４、Ｉ．１３０、Ｑ．８１ 
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表１－１  〔１章〕ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）オプション項目一覧

項

番

項     目

（本文該当個所）
選   択   肢

選択肢

の関係

提供／選択

するサイド

選択条件

及び備考

１ ＤＤＩ番号の長さ

（1.5 節）

①固定長

②可変長

Ａ 網

２ 着側網でのＤＤＩ番号

のチェック

（1.6.4 節）

①サポートしない

②サポートする

Ｅ

Ｏ

網

３ 着信ユーザに送信され

る着番号情報要素の番

号種別

（1.10.1.1 節）

①不定

②市内／国内／国際番号

③両者（①＋②）可

Ａ 網

※選択肢の関係            Ｅ：必須            Ｏ：オプション          Ａ：１つ又は複数を選択
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表１－２  〔２章〕複数加入者番号（ＭＳＮ）

項

番

項     目

（本文該当個所）
選   択   肢

選択肢

の関係

提供／選択

するサイド

選択条件

及び備考

１ 通知する複数加入者番

号

（2.5 節）

①全ＩＳＤＮ番号

②ＩＳＤＮ番号の一部

③ＩＳＤＮ番号からマッ

ピング可能な番号

Ａ 網 ①あるいは②

のみ、または①

及び③、②及び

③の選択が可

能である。

２ 発番号による発信端末

の識別

（2.6.2 節）

①サポートしない

②サポートする

Ｅ

Ｏ

網

３ 発番号をキーとしたサ

ービスプロファイルの

割当て

（2.6.2 節）

①サポートしない

②サポートする

Ｅ

Ｏ

網

４ 発信ユーザが設定する

発番号情報要素の番号

種別

（2.9.1.1節）

①不定

②市内／国内／国際番号

③両者（①＋②）可

Ａ 網

５ 発信ユーザが設定する

発番号情報要素の番号

計画

（2.9.1.1節）

①不定

②ＩＳＤＮ／電話番号計

画（ITU-T 勧告 E.164）

③両者（①＋②）可

Ａ 網

６ 着信ユーザに送信する

着番号情報要素の番号

種別

（2.9.2.1節）

①不定

②市内／国内／国際番号

③両者（①＋②）可

Ａ 網

７ 着信ユーザに送信する

着番号情報要素の番号

計画

（2.9.2.1節）

①不定

②ＩＳＤＮ／電話番号計

画（ITU-T 勧告 E.164）

③両者（①＋②）可

Ａ 網

※選択肢の関係            Ｅ：必須            Ｏ：オプション          Ａ：１つ又は複数を選択
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表１－３  〔３章〕発信者番号通知（ＣＬＩＰ）（１）

項

番

項     目

（本文該当個所）
選   択   肢

選択肢

の関係

提供／選択

するサイド

選択条件

及び備考

１ 特別契約の提供

（3.3 節）

①提供しない

②提供する

Ｅ

Ｏ

網

２ 番号ディジットにプレ

フィックスまたはエス

ケープディジットを付

加し、番号種別に「不

定」を設定した発番号情

報要素の受入れ

（3.9.2.1.1.2 節）

①全ＩＳＤＮ番号を受け

入れない

②全ＩＳＤＮ番号を受け

入れる

Ｅ

Ｏ

網

３ 着信ユーザに転送され

る発番号情報要素内の

番号種別に関して、「不

定」の扱い

（3.9.2.1.1.2 節）

（3.9.2.1.1.3 節）

①「不定」は非許容

②「不定」も許容

Ｅ

Ｏ

網

４ 表示が制限された場合

の網検証識別子、番号種

別、アドレス／番号計画

識別の設定

（3.9.2.3.1 節）

①網検証識別子は「網記

入」、番号種別、アドレ

ス／番号計画識別は「不

定」と設定

②受信した通り

Ｅ

Ｏ

網

５ ＣＬＩＰに関して、特権

加入者属性契約（ＣＬＩ

ＲよりＣＬＩＰ優先）の

提供要否

（3.9.2.3.1 節）

（3.12.4 節）

①提供しない

②提供する

Ｅ

Ｏ

（注）

※選択肢の関係            Ｅ：必須            Ｏ：オプション          Ａ：１つ又は複数を選択

注）特権加入者属性契約の要否は、国の法律／制度等により定められる性質のものであるため、ＴＴＣとして

は提供サイドを特定しない。
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表１－４  〔３章〕発信者番号通知（ＣＬＩＰ）（２）

項

番

項     目

（本文該当個所）
選   択   肢

選択肢

の関係

提供／選択

するサイド

選択条件

及び備考

６ 非ＩＳＤＮからの着信

呼に関して、発番号が着

側ＩＳＤＮに発信者番

号通知制限の表示なし

で通知される場合の網

の振舞い

（3.11.2 節）

①表示識別子を「利用でき

ない番号」、網検証識別

子を「網記入」、番号種

別、アドレス／番号計画

識別を「不定」に設定し

た発番号情報要素を送

信し、発サブアドレス情

報要素を含めない。

②表示識別子を「表示制

限」、網検証識別子、ア

ドレス／番号計画識

別、番号種別をオプショ

ン項目４に従って設定

した発番号情報要素を

送信し、発サブアドレス

情報要素を含めない。

③表示識別子、網検証識別

子、発サブアドレスを受

信した通りに、アドレス

／番号計画識別を「ＩＳ

ＤＮ／電話番号計画（Ｉ

ＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６

４）」または「不定」に

設定した発番号情報要

素、（発サブアドレス利

用可能な場合に）発サブ

アドレス情報要素を送

信する。

Ａ 網

※選択肢の関係            Ｅ：必須            Ｏ：オプション          Ａ：１つ又は複数を選択
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表１－５  〔３章〕発信者番号通知（ＣＬＩＰ）（３）

項

番

項     目

（本文該当個所）
選   択   肢

選択肢

の関係

提供／選択

するサイド

選択条件

及び備考

７ 非ＩＳＤＮとの相互接

続に関して、発信ユーザ

を特定するアドレス情

報の扱い

（3.11.2 節）

①発側の網は他の網へ転

送することを規制しな

い

②発側の網は他の網へ転

送することを規制する

Ｅ

Ｏ

網

８ サービス対象ユーザへ

の二つの発番号情報要

素通知

（付属資料Ａ）

①提供しない

②提供する

Ｅ

Ｏ

網

９ オプション項目８が提

供されている場合、２つ

の発番号情報要素の順

序

（付属資料Ａ）

①「網記入」と設定された

網検証識別子を持つ発

番号情報要素が先

②「網記入」と設定された

網検証識別子を持つ発

番号情報要素が後

Ａ 網

１０ 着信ユーザに転送され

る発番号情報要素内の

番号種別に関して、「不

定」の扱い

（付属資料Ａ）

①「不定」は非許容

②「不定」も許容

Ｅ

Ｏ

網

※選択肢の関係            Ｅ：必須            Ｏ：オプション          Ａ：１つ又は複数を選択
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表１－６  〔４章〕発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）

項

番

項     目

（本文該当個所）
選   択   肢

選択肢

の関係

提供／選択

するサイド

選択条件

及び備考

１ 発信者番号通知制限（Ｃ

ＬＩＲ）の提供形態

（4.3 節）

（4.9.2.1節）

①固定モード

②呼毎モード

Ａ 網 複数選択も可

２ オプション項目１で呼

毎モードを選択した場

合、契約時の表示識別子

のデフォルト値

（4.9.1 節）

（4.9.2.1節）

①「許可」

②「制限」

Ｅ

Ｏ

網

３ 非ＩＳＤＮとの相互接

続に関して、発信ユーザ

を識別する情報の扱い

（4.11.2 節）

①発側の網は他の網へ転

送することを制限しな

い

②発側の網は他の網へ転

送することを制限する

Ｅ

Ｏ

網

４ ＣＬＩＰに関して、特権

加入者属性契約（ＣＬＩ

ＲよりＣＬＩＰ優先）の

提供要否

（4.12.3 節）

①提供しない

②提供する

Ｅ

Ｏ

（注）

※選択肢の関係            Ｅ：必須            Ｏ：オプション          Ａ：１つ又は複数を選択

注）特権加入者属性契約の要否は、国の法律／制度等により定められる性質のものであるため、ＴＴＣとして

は提供サイドを特定しない。
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表１－７ 〔５章〕接続先番号通知（ＣＯＬＰ）オプション項目一覧 （１）

項

番

項    目

（本文該当箇所）
選  択  肢

選 択 肢

の 関 係

提供／選択

するサイド

選択条件

および備考

１ 特別契約の提供

（5.6.4 節）

①提供しない

②提供する

Ｅ

Ｏ

網

２ 接続先番号情報要素の

最大長

(5.8.1 節)

サービス条件による － 網

３ 番号ディジットにプレ

フィックスまたはエス

ケープディジットを付

加し、番号種別に「不

定」を設定した接続先番

号情報要素の受入れ

（5.9.2.3.1.2 節）

①全ＩＳＤＮ番号を受け

入れない

②全ＩＳＤＮ番号を受け

入れる

Ｅ

Ｏ

網

４ 接続先番号とともに提

供される表示識別子に

より通知が許容されな

い場合の網検証識別

子、アドレス／番号計画

識別、及び番号種別の設

定

（5.9.2.1.1.節）

①網検証識別子を「網記

入」に設定し、番号種別、

及びアドレス／番号計画

識別を「不定」に設定す

る。

②受信したとおりに設定

する。

Ｅ

Ｏ

網

５ 着信ユーザに転送され

る転送される番号種別

の「不定」の扱い

(5.9.2.3.1.2 節）

(5.9.2.3.1.3 節）

①「不定」は非許容

②「不定」も許容

Ｅ

Ｏ

網

※選択肢の関係            Ｅ：必須            Ｏ：オプション          Ａ：１つ又は複数を選択
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表１－８  〔５章〕接続先番号通知（ＣＯＬＰ）オプション項目一覧 （２）

項

番

項     目

（本文該当個所）
選   択   肢

選択肢

の関係

提供／選択

するサイド

選択条件

及び備考

６ 非ＩＳＤＮからの着信

呼に関して、接続先番号

が着側ＩＳＤＮに接続

先番号通知制限の表示

なしで通知される場合

の網の振舞い

（5.11.2 節）

①表示識別子を「利用でき

ない番号」、網検証識別

子を「網記入」、番号種

別、アドレス／番号計画

識別を「不定」に設定し

た接続先番号情報要素

を送信し、接続先サブア

ドレス情報要素を含め

ない。

②表示識別子を「表示制

限」、網検証識別子、ア

ドレス／番号計画識

別、番号種別をオプショ

ン項目４に従って設定

した接続先番号情報要

素を送信し、接続先サブ

アドレス情報要素を含

めない。

③表示識別子、網検証識別

子、接続先サブアドレス

を受信した通りに、アド

レス／番号計画識別を

「ＩＳＤＮ／電話番号

計画（ＩＴＵ－Ｔ勧告

Ｅ．１６４）」または「不

定」に設定した接続先番

号情報要素、（接続先サ

ブアドレス利用可能な

場合に）接続先サブアド

レス情報要素を送信す

る。

Ａ 網

※選択肢の関係            Ｅ：必須            Ｏ：オプション          Ａ：１つ又は複数を選択
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表１－９  〔５章〕接続先番号通知（ＣＯＬＰ）オプション項目一覧 （３）

項

番

項    目

（本文該当箇所）
選  択  肢

選 択 肢

の 関 係

提 供 / 選 択

す る サ イ ド

選択条件

および備考

７ 非ＩＳＤＮとの相互接

続に関して、接続先信ユ

ーザを特定するアドレ

ス情報の扱い

（5.12.2 節）

①着側の網は他の網へ転

送することを規制しな

い

②着側の網は他の網へ転

送することを規制する

Ｅ

Ｏ

網

８ ＣＯＬＰに関して、特権

加入者属性契約（ＣＯＬ

ＲよりＣＯＬＰ優先）の

提供要否

（5.12.2 節）

①提供しない

②提供する

Ｅ

Ｏ

（注）

※ 選択肢の関係            Ｅ：必須            Ｏ：オプション          Ａ：１つ又は複数を選択

注）特権加入者属性契約の要否は、国の法律／制度等により定められる性質のものであるため、ＴＴＣとして

は提供サイドを特定しない。
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表１－１０  〔６章〕接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）オプション項目一覧

項

番

項    目

（本文該当箇所）
選  択  肢

選 択 肢

の 関 係

提 供 / 選 択

す る サ イ ド

選択条件

および備考

１ 接続先番号通知制限（Ｃ

ＯＬＲ）の提供形態

（6.3 節）

（6.9.3.1節）

①固定モード

②呼毎モード

Ａ 網 複数選択も可

２ オプション項目１で呼

毎モードを選択した場

合、契約時の表示識別子

のデフォルト値

（6.9.2 節）

（6.9.3.1節）

①「許可」

②制限する

Ｅ

Ｏ

網

３ 非ＩＳＤＮとの相互接

続に関して、接続先ユー

ザを識別する情報の扱

い。

（6.11.2 節）

① 着側の網は他の網へ転

送することを規制しな

い。

② 着側の網は他の網へ転

送することを規制する

Ｅ

Ｏ

網

４ ＣＯＬＲに関して、特権

加入者属性契約（ＣＯＬ

ＲよりＣＯＬＰ優先）の

提供要否

（6.12.1 節）

①提供しない

②提供する

Ｅ

Ｏ

（注）

※ 選択肢の関係            Ｅ：必須            Ｏ：オプション          Ａ：１つ又は複数を選択

注）特権加入者属性契約の要否は、国の法律／制度等により定められる性質のものであるため、ＴＴＣとして

は提供サイドを特定しない。

表１－１１ 〔８章〕サブアドレス（ＳＵＢ）オプション項目一覧

項

番

項    目

（本文該当箇所）
選  択  肢

選 択 肢

の 関 係

提 供 / 選 択

す る サ イ ド

選択条件

および備考

１ サブアドレス（ＳＵＢ）

付加サービスが利用可

能となる契機

           （8.6.1 節）

①ユーザとサービス提供

者間の事前契約なし

②ユーザとサービス提供

者間の加入契約後

Ａ 網

※選択肢の関係            Ｅ：必須            Ｏ：オプション          Ａ：１つ又は複数を選択
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１．ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）

1.1　規定範囲

本標準は、ディジタル加入者線信号方式Ｎｏ．２（ＤＳＳ２）プロトコルを用いる、ＴＢ参照点またはＳＢ／

ＴＢ一致参照点（標準ＪＴ－Ｉ４１３［１］で定義されている）における広帯域サービス総合ディジタル網（Ｂ

－ＩＳＤＮ）のためのダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）付加サービスのステージ３を規定している。ステー

ジ３は、テレコミュニケーションサービス（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．１３０［２］参照）をサポートするために必

要とされるプロトコル手順と交換機能を規定している。

付け加えて、本標準は、中間にある私設Ｂ－ＩＳＤＮを経由してユーザにサービスが提供される場合のＴＢ

参照点のプロトコル要求条件を規定している。

本標準は、Ｂ－ＩＳＤＮではないテレコミュニケーションネットワークを経由してユーザにサービスが提供

される場合のプロトコル要求条件は付加的には規定しない。

ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）付加サービスは、ユーザがＩＳＤＮ構内交換機（ＩＳＰＢＸ）あるいは

他の私設システムに収容される他のユーザへ中継台の仲介なしに直接的に接続することを可能とする。本付加

サービスは、ＩＳＤＮ番号の使用に基づくものであり、サブアドレスを使用するものではない。

ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）付加サービスは、全てのテレコミュニケーションサービスに対して適用

できる。

本標準は、 ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）付加サービスをサポートし、公衆Ｂ－ＩＳＤＮへのアクセス

として利用されるＴＢ参照点またはＳＢ／ＴＢ一致参照点のいずれかのサイドに接続される装置に対して適用で

きる。

1.2　参考文献

以下のＴＴＣ標準及びＩＴＵ－Ｔ勧告とその他の参考文献は、本標準中で参照されることにより本標準の規

定の一部を構成する。ここでは、本標準が制定された時点での有効な版数を示しているが、全ての標準や勧告

および参考文献は改訂されうる。そのため、本標準の利用者は、以下に示した標準や勧告および参考文献の最

新版が適用できるかどうか調査すべきである。現在の有効なＴＴＣ標準およびＩＴＵ－Ｔ勧告の一覧は定期的

に出版されている。

［１］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ４１３－“広帯域ＩＳＤＮユーザ・網インタフェース規定点及びインタフェ

ース構造”

［２］ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．１３０－“Method for the characterization of telecommunication services supported

by an ISDN and network capabilities of an ISDN”

［３］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２９３１－“広帯域ＩＳＤＮユーザ・網インタフェースレイヤ３仕様基本呼

／コネクション制御”

［４］ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４－“Numbering plan for the ISDN era”, Rev.1.

［５］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ５８０－“広帯域ＩＳＤＮと 64kbit/s 系ＩＳＤＮ間インタワーキングの一般

原則”

［６］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅰ］－“ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）”
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1.3　定義

本標準の目的のために以下の定義を適用する。

ＤＤＩ番号：

ＩＳＰＢＸまたは他の私設システムに対して意味を持つＩＳＤＮ番号の一部分。

ユーザ：

ユーザ・網インタフェースにおけるユーザ側のＤＳＳ２プロトコルエンティティ。

網：

ユーザ・網インタフェースにおける網側のＤＳＳ２プロトコルエンティティ。

ＩＳＤＮ番号：

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４［４］の中で規定される番号計画と構造に一致する番号。

国際番号：

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４［４］の３．２節（国際番号に関連する段落）の中で規定される構造を

持つＩＳＤＮ番号。

国内番号、国内の特有番号：

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４［４］の３．２節（国内の特有番号に関連する段落）の中で規定される

構造を持つＩＳＤＮ番号。

市内番号：

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４［４］の３．２節（市内番号に関連する段落）の中で規定される構造を

持つＩＳＤＮ番号。

1.4　略語

本標準の目的のために以下の略語が使用される。

Ｂ－ＩＳＤＮ Broadband Integrated Services Digital Network

広帯域サービス総合ディジタル網

ＤＤＩ Direct Dialling In

ダイレクトダイヤルイン

ＤＳＳ２ Digital Subscriber Signalling System No.2

ディジタル加入者線信号方式Ｎｏ．２

ＩＳＤＮ Integrated Services Digital Network

サービス総合ディジタル網

ＩＳＯ International Standardization Organization

国際標準化機構

ＩＳＰＢＸ Integrated Services Private Branch Exchange

ＩＳＤＮ構内交換機

Ｎ－ＩＳＤＮ Narrow-band Integrated Services Digital Network
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狭帯域サービス総合ディジタル網

1.5　説明

＜本節の記述のうち、分割着呼手順に関する記述は非標準である（参考２．１（１）を参照）。＞

ＤＤＩ番号は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４に従う国際番号計画の一部分を形成する。

この勧告は、固定または可変長の国内番号計画を使用するために網運用者に対する柔軟性を規定している。

この柔軟性は、ＤＤＩ番号にも適用する。すなわち、ある与えられたＩＳＰＢＸや他の私設システムの内部で

さえ、異なる長さのＤＤＩ番号が現れうる。

開かれた番号計画の網内では、ＤＤＩ番号の長さは、サービスを提供している加入者線交換機または公衆網

の他のエンティティのいずれにおいても必ずしも理解される必要はない。

ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）付加サービスは、少なくとも着信ユーザに対して意味を持つＩＳＤＮ番

号の一部分がそのユーザへ転送される時に提供される。これらの後ろの数桁（固定または可変長）は交換機か

ら送信され、ＩＳＰＢＸまたは他の私設システムが、一括または分割着呼で受信することにより、最終的にオ

ペレータの援助なしに着信先へ自動的に呼を設定する。これらの後ろの数桁は、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．

２節または６．５節に従い送信される。

1.6　運用上の要求条件

1.6.1　サービス提供／取消し

本サービスは網運用者との事前契約により提供され、加入者の要求あるいはサービス提供者の理由により取

消される。

1.6.2　発側の網に対する要求条件

標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．１節、および６．５節に従った基本呼制御手順が適用される。

1.6.3　網内での要求条件

適用されない。

1.6.4　着側の網に対する要求条件

＜本節の記述のうち、分割着呼手順に関する記述は非標準である（参考２．１（１）を参照）。＞

ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）付加サービスが着信ユーザに提供される場合、少なくともＤＤＩ番号が

着番号情報要素に含められてユーザに送出される。標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．２節において規定される一括

着呼手順、あるいは標準ＪＴ－Ｑ２９３１の６．５節において規定される分割着呼手順が、着番号情報を転送

するために用いられる。

着側の網は、ＤＤＩ番号を着信ユーザに送出する前に、その範囲とフォーマットをチェックしてもよい。

1.7　状態定義

標準ＪＴ－Ｑ２９３１に従った基本呼制御に関する状態が適用される。
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1.8　コーディング上の要求条件

ＤＤＩ番号はＩＳＤＮ番号の一部分であり、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の４．５．１１節により符号化された着

番号情報要素に含まれる。

1.9　ＳＢ／ＴＢ一致参照点における信号手順

適用されない。

1.10　私設ＩＳＤＮとの相互接続手順

1.10.1　ＤＤＩ番号の送達

1.10.1.1　通常動作

＜本節の記述のうち、分割着呼手順に関する記述は非標準である（参考２．１（１）を参照）。＞

ＤＤＩ番号は、網から着信ユーザに対して、一括着呼手順に関しては標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．２節、分

割着呼手順に関しては標準ＪＴ－Ｑ２９３１の６．５節に従い送達される。

アドレス／番号計画識別が「ＩＳＤＮ／電話番号計画（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４）」であるとき、番号種

別は着信ユーザに送信された着番号情報要素に含まれ、

－「不定」（標準ＪＴ－Ｑ２９３１の表４－１２の「番号種別」に対する注２を参照）

もしくは、

－「市内番号」、「国内番号」、または「国際番号」（標準ＪＴ－Ｑ２９３１の表４－１２の「番

号種別」に対する注３を参照）

と符号化される。

注－このコーディングは一括手順（着番号は一つのメッセージで送られる）を用いるか、分割手順（着番号

は、それが有効となるまで複数のメッセージによって分割して送られる）を用いるかには無関係である。

1.10.1.2　例外手順

例外手順は要求されない。

1.11　他網との相互接続

1.11.1　Ｎ－ＩＳＤＮとの相互接続

この節では、Ｂ－ＩＳＤＮとＮ－ＩＳＤＮとの相互接続での加入者線信号を提供する為の特定機能を規定す

る。この相互接続の記述は、標準ＪＴ－Ｉ５８０［５］の付属資料Ａにおいて定義されている通信シナリオＢ

を想定している。

相互接続　Ｎ－ＩＳＤＮ　→　Ｂ－ＩＳＤＮ

適用されない。

相互接続　Ｂ－ＩＳＤＮ　→　Ｎ－ＩＳＤＮ

ＤＳＳ２の着番号情報要素は、ターミナルアダプタもしくはインタワーキング機能により、その第２オクテ
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ットを削除し、内容に他の変更を加えることなく内容長フィールドを調整して、そしてＤＳＳ１メッセージの

この情報要素の順序を守ることで、ＤＳＳ１の着番号情報要素にマッピングされる。

1.11.2　非ＩＳＤＮとの相互接続

他網との相互接続に関して特別な要求条件は必要ではない。

1.12　他の付加サービスとの相互作用

1.12.1　接続先番号通知（ＣＯＬＰ）

相互作用なし。

1.12.2　接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）

相互作用なし。

1.12.3　発信者番号通知（ＣＬＩＰ）

相互作用なし。

1.12.4　発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）

相互作用なし。

1.12.5　ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）

記述には意味がない。

1.12.6　ユーザ・ユーザ情報転送（ＵＵＳ）

1.12.6.1　サービス１

相互作用なし。

1.12.7　複数加入者番号（ＭＳＮ）

網によっては、ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）付加サービスと複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービス

との契約は同時に行なえない。

1.12.8　サブアドレス（ＳＵＢ）

相互作用なし。

1.13　パラメータ値（タイマ）

標準ＪＴ－Ｑ２９３１に従った基本呼制御に関連したタイマが適用される。

1.14　動的記述（ＳＤＬ）

標準ＪＴ－Ｑ２９３１が適用される。
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付録Ｉ　信号フロー（標準ＪＴ－Ｑ２９５１の１章に対する）

（本付録は本標準の一部分ではない）

　標準ＪＴ－Ｑ２９３１に従った通常の基本呼制御信号フローが適用される。
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２．複数加入者番号（ＭＳＮ）

2.1　規定範囲

本標準はディジタル加入者線信号方式Ｎｏ．２（ＤＳＳ２）プロトコルを用いる、ＴＢ参照点もしくはＳＢ／

ＴＢ一致参照点（標準ＪＴ―Ｉ４１３［１］で定義されている）における広帯域サービス総合ディジタル網（Ｂ

－ＩＳＤＮ）のための複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービスのステージ３を規定する。ステージ３はテレコ

ミュニケーションサービス（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．１３０［２］参照）をサポートするために必要とされるプロ

トコル手順と交換機能を規定する。

さらに、本標準は中間にある私設Ｂ－ＩＳＤＮを経由してユーザへサービスが提供される場合のＴＢ参照点で

のプロトコル要求条件を規定する。

本標準はＢ－ＩＳＤＮでないテレコミュニケーションネットワークを経由してユーザへサービスが提供され

る場合のプロトコル要求条件は付加的には規定していない。

複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービスは、単一の公衆または私設アクセスでの複数ＩＳＤＮ番号の割当の

可能性を規定する。これにより、たとえば次のようなことが可能となる。

１）　 発信ユーザが公衆網を経由して、複数の選択の中から一つ、または複数の相異なる端末を選

択する。

２）　 他の付加サービスを利用するため、網に対して端末を特定させる。

次のようなことが考慮される。

－サービス提供者によっては接続されているもの、たとえば、私設ＩＳＤＮや端末の接続形態につい

て知識を持たなくてもあるいは制御をしなくてもよい。

－網運用者は異なる番号方式をとっている。

－共通の国際的端末規定が望ましい。

複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービスは全てのテレコミュニケーションサービスに対して適用できる。

本標準は、複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービスをサポートし、公衆Ｂ－ＩＳＤＮへのアクセスとして利

用されるＴＢ参照点またはＳＢ／ＴＢ一致参照点のいずれかのサイドに接続される装置に対して適用できる。

2.2　参考文献

以下のＴＴＣ標準およびＩＴＵ－Ｔ勧告とその他の参考文献は、本標準中で参照されることにより本標準の

規定の一部を構成する。ここでは、本標準が制定された時点での有効な版数を示しているが、全ての標準や勧

告および参考文献は改訂されうる。そのため、本標準の利用者は以下に示した標準や勧告および参考文献の最

新版が適用できるかどうか調査すべきである。現在の有効なＴＴＣ標準およびＩＴＵ－Ｔ勧告の一覧は定期的

に出版されている。

［１］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ４１３－“広帯域ＩＳＤＮユーザ・網インタフェース規定点及びインタフェ

ース構造”

［２］ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．１３０－“Method for the characterization of telecommunication services supported

by an ISDN and network capabilities of an ISDN”

［３］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２９３１－“広帯域ＩＳＤＮユーザ・網インタフェースレイヤ３仕様基本呼
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／コネクション制御”

［４］ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４－“Numbering plan for the ISDN era”, Rev.1.

［５］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ５８０－“広帯域ＩＳＤＮと 64kbit/s 系ＩＳＤＮ間インタワーキングの一般

原則”

［６］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅱ］－“複数加入者番号（ＭＳＮ）”

2.3　定義

本標準の目的のために以下の定義を適用する。

ユーザ：

ユーザ・網インタフェースにおけるユーザ側のＤＳＳ２プロトコルエンティティ。

網：

ユーザ・網インタフェースにおける網側のＤＳＳ２プロトコルエンティティ。

ＩＳＤＮ番号：

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４［４］の中で規定される番号計画と構造に一致する番号。

国際番号：

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４［４］の３．２節（国際番号に関連する段落）の中で規定される構造を

持つＩＳＤＮ番号。

国内番号、国内の特有番号：

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４［４］の３．２節（国内の特有番号に関連する段落）の中で規定される

構造を持つＩＳＤＮ番号。

市内番号：

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４［４］の３．２節（市内番号に関連する段落）の中で規定される構造を

持つＩＳＤＮ番号。

2.4　略語

本標準の目的のために以下の略語が使用される。

ＤＳＳ２ Digital Subscriber Signalling System No.2

ディジタル加入者線信号方式Ｎｏ．２

Ｂ－ＩＳＤＮ Broadband Integrated Services Digital Network

広帯域サービス総合ディジタル網

ＤＤＩ Direct Dialling In

ダイレクトダイヤルイン

ＩＳＤＮ Integrated Services Digital Network

サービス総合ディジタル網

ＩＳＯ International Standardization Organization

国際標準化機構



－ 9 － ＪＴ－Ｑ２９５１

ＩＳＰＢＸ Integrated Services Private Branch Exchange

ＩＳＤＮ構内交換機

ＭＳＮ Multiple Subscriber Number

複数加入者番号

Ｎ－ＩＳＤＮ Narrow-band Integrated Services Digital Network

狭帯域サービス総合ディジタル網

2.5　説明

ステージ１記述、すなわちユーザからみた複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービスの記述は標準ＪＴ－Ｉ２

５１［Ⅱ］によって説明される。

　ステージ２記述、すなわち複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービスの情報フローはＩＴＵ－Ｔ勧告Ｑ．８１

の２章によって説明される。

本標準はステージ３記述、すなわちＳＢ／ＴＢ一致参照点またはＴＢ参照点（標準ＪＴ－Ｉ４１３で規定され

ている）における複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービスのプロトコル要求条件を規定する。

複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービスは、一つのアクセス上の個々の端末が一つ以上のＩＤ（番号）を持

つことを可能とし、それによって一つの端末が他の端末と識別されることを可能とする。

　複数加入者番号は、次のいずれかである。

－全ＩＳＤＮ番号

－ＩＳＤＮ番号の一部（下位のｎ桁、ｎはＩＳＤＮ番号の全桁数までで、一つのアクセス上の全て

の端末に個別番号を割り当てることができる十分な値である）

－サービス提供者のオプションとして、着信網側で、網によってＩＳＤＮ番号からマッピングでき

る番号

国内または国際プレフィックスは複数加入者番号の一部とはなりえない。

2.6　運用上の要求条件

2.6.1　サービス提供／取消し

サービスは、サービス提供者との事前契約により提供され、加入者の要求やサービス提供者の理由によって

取り消される。サービス提供者はアクセスに関わる全てのニーズに合ったＩＳＤＮ番号の適切なセットを割り

当てる。

2.6.2　発側の網に対する要求条件

＜本節の記述のうち、複数加入者番号の一つをデフォルト番号として指定することを標準とする（参考２．１

（２）を参照）。＞

標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．１節および６．５節に従った基本呼制御手順が適用される。
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アクセスが複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービスを利用している場合、網は（網オプションとして）発呼

端末を識別し、必要ならば適切な基本または付加サービスプロファイルを割り当てるために発番号情報要素の

情報を使用しうる。

サービス提供者のオプションとして、複数加入者番号付加サービスの加入者は、複数加入者番号の一つをそ

のインタフェースのデフォルト番号として指定しうる。

2.6.3　網内での要求条件

適用されない。

2.6.4　着側の網に対する要求条件

複数加入者番号が着信ユーザへ提供される時、網は標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．２節に従い、着信者番号の

利用可能な部分あるいは関連する番号を「呼設定」（SETUP）メッセージで一括して着信ユーザに送信する。

2.7　状態定義

標準ＪＴ－Ｑ２９３１に従った基本呼制御に関する状態が適用される。

2.8　コーディング上の要求条件

着信ユーザの複数加入者番号は、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の４．５．１１節で規定されるように着番号情報要

素に符号化される。

発信ユーザの複数加入者番号は、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の４．５．１３節で規定されるように発番号情報要

素に符号化される。

2.9　ＳＢ／ＴＢ一致参照点における信号手順

2.9.1　発信側加入者線交換機での動作

2.9.1.1　通常動作

複数加入者番号は、発信ユーザから提供される場合、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．１節の手順に従ってユー

ザから網へ送達される。

　アドレス／番号計画識別が「ＩＳＤＮ／電話番号計画（ＩＴＵ－Ｔ勧告 Ｅ．１６４）」もしくは「不定」で

ある場合には、網へ送信される発番号情報要素の中で示される番号種別は、次のように符号化される。

－「不定」 （標準ＪＴ－Ｑ２９３１ 表４－１４、番号種別の注２参照）

もしくは、

－「市内番号」、「国内番号」もしくは「国際番号」（標準ＪＴ－Ｑ２９３１ 表４－１４、番号種

別の注３参照）

　ユーザが複数加入者番号のうちの一つを送信する場合は、ユーザはそのアクセスにおけるＩＳＤＮ番号のセ

ットの中から、唯一のＩＳＤＮ番号を特定するのに十分なディジットを提供する。
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2.9.1.2　例外手順

　網が発番号情報要素において、そのアクセスにおけるＩＳＤＮ番号のセットの中から、唯一のＩＳＤＮ番号

を特定するために必要なディジットより少ないディジットを受信した場合、網はその情報要素を廃棄し、その

発番号情報要素が受信されなかったものとして動作する。

2.9.2　着信側加入者線交換機での動作

2.9.2.1　通常動作

　複数加入者番号は、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．２節の手順に従い、網からユーザへ送達される。

　アドレス／番号計画識別フィールドが「ＩＳＤＮ／電話番号計画（ＩＴＵ－Ｔ勧告 Ｅ．１６４）」もしくは、

「不定」である場合には、ユーザへ送信される着番号情報要素の中で示される番号種別は、次のように符号化

される。

－「不定」 （標準ＪＴ－Ｑ２９３１ 表４－１２、番号種別の注２参照）

もしくは、

－「市内番号」、「国内番号」もしくは「国際番号」（標準ＪＴ－Ｑ２９３１ 表４－１２、番号種

別の注３参照）

ＴＴＣ注－着番号情報要素の表番号に関して、ＩＴＵ－Ｔ勧告に明らかな誤りがあるため訂正した。

2.9.2.2　例外手順

　複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービスを受けているユーザが、端末選択のために必要なディジットに満た

ないディジットを着番号情報要素中に受信した場合、ユーザは情報要素の中の利用可能な情報を使用して端末

選択手順を行う。

　複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービスを受けている端末が、複数加入者番号ディジットを含まない「呼設

定」（SETUP）メッセージを受信した場合、その端末は標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．２節に従って呼を取り扱

う。

　複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービスを受けていない端末が、複数加入者番号ディジットを含む「呼設定」

（SETUP）メッセージを受信した場合、その端末は標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．２節に従って呼を取り扱う。

2.10　私設ＩＳＤＮとの相互接続手順

網が、アクセスに私設ＩＳＤＮが接続されていることを知っているならば、複数加入者番号（ＭＳＮ）付加

サービスは適用されない。

注－番号ディジットは、ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）付加サービスにより、伝達することができる。

2.11　他網との相互接続

2.11.1　Ｎ－ＩＳＤＮとの相互接続

　この節では、Ｂ－ＩＳＤＮとＮ－ＩＳＤＮとの相互接続での加入者線信号を提供する為の特定機能を規定す
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る。この相互接続の記述は、標準ＪＴ－Ｉ５８０［５］の付属資料Ａにおいて定義されている通信シナリオＢ

を想定している。

相互接続　Ｎ－ＩＳＤＮ　→　Ｂ－ＩＳＤＮ

　適用されない。

相互接続　Ｂ－ＩＳＤＮ　→　Ｎ－ＩＳＤＮ

　ＤＳＳ２の着番号情報要素は、ターミナルアダプタもしくはインタワーキング機能により、その第２オクテ

ットを削除して内容に他の変更を加えることなく内容長フィールドを調整して、そしてＤＳＳ１メッセージの

この情報要素の順序を守ることで、ＤＳＳ１の着番号情報要素にマッピングされる。

2.11.2　非ＩＳＤＮとの相互接続

　他網との相互接続に関して特別な要求条件は必要ではない。

注－呼がアナログＰＳＴＮから発生しており、ある整合性情報が欠けている場合、複数加入者番号（ＭＳＮ）

付加サービスは、端末選択を可能とするために使われうる。

2.12　他の付加サービスとの相互作用

2.12.1　接続先番号通知（ＣＯＬＰ）

　相互作用なし。

2.12.2　接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）

　相互作用なし。

2.12.3　発信者番号通知（ＣＬＩＰ）

　発信ユーザが発番号情報要素を提供しないか、もしくは網が受信した番号が間違っている場合、発側網に保

持されたデフォルト番号が、網内に伝送される。

2.12.4　発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）

　相互作用なし。

2.12.5　ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）

　網によっては、ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）付加サービスと複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービス

との契約は同時に行なえない。

　私設ＩＳＤＮ内の複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービスの環境内で、私設ＩＳＤＮは、ダイレクトダイヤ

ルインディジットを使うことが出来る。

2.12.6　ユーザ・ユーザ情報転送（ＵＵＳ）

2.12.6.1　サービス１

　相互作用なし。
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2.12.7　複数加入者番号（ＭＳＮ）

　記述には意味がない。

ＴＴＣ注－複数加入者番号（ＭＳＮ）そのものとの相互作用に関して、ＩＴＵ－Ｔ勧告に明らかな誤りがあ

るため訂正した。

2.12.8　サブアドレス（ＳＵＢ）

　相互作用なし。

2.13　パラメータ値（タイマ）

　標準ＪＴ－２９３１の７章に従った基本呼制御と関連したタイマが適用される。

ＴＴＣ注－タイマに関する参照章番号に関して、ＩＴＵ－Ｔ勧告に明らかな誤りがあるため訂正した。

2.14　動的記述（ＳＤＬ）

　標準ＪＴ－Ｑ２９３１の付属資料Ａが適用される。
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付録Ｉ　信号フロー（標準ＪＴ－Ｑ２９５１の２章に対する）

（本付録は本標準の一部分ではない）

標準ＪＴ－Ｑ２９３１に従う通常の基本呼制御に加えるべき複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービスの特定

の信号フローはない。
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３．発信者番号通知（ＣＬＩＰ）

3.1　規定範囲

本標準は、ディジタル加入者線信号方式Ｎｏ．２（ＤＳＳ２）プロトコルを用いて、ＴＢ参照点またはＳＢ／

ＴＢ一致参照点（標準ＪＴ－Ｉ４１３［１］で定義されている）における広帯域サービス総合ディジタル網（Ｂ

－ＩＳＤＮ）のための発信者番号通知（ＣＬＩＰ）付加サービスのステージ３を規定している。ステージ３は、

テレコミュニケーションサービス（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．１３０［２］参照）をサポートするために必要とされ

るプロトコル手順と交換機能を規定している。

加えて本標準は、中間にある私設Ｂ－ＩＳＤＮを経由してユーザにサービスが提供される場合、そのＴＢ参照

点におけるプロトコル要求条件を規定している。

本標準は、Ｂ－ＩＳＤＮではないテレコミュニケーションネットワークを経由してユーザにサービスが提供

される場合の追加プロトコル要求条件は規定しない。

発信者番号通知（ＣＬＩＰ）は、着信ユーザに対して発信者のＩＳＤＮ番号（可能であれば発サブアドレス

情報も伴って）を提供する付加サービスである。

発信者番号通知（ＣＬＩＰ）付加サービスは、全てのテレコミュニケーションサービスに対して適用可能で

ある。

本標準は、発信者番号通知（ＣＬＩＰ）付加サービスをサポートし、公衆Ｂ－ＩＳＤＮへのアクセスとして

利用されるＴＢ参照点またはＳＢ／ＴＢ一致参照点のいずれかに接続される装置に対して適用可能である。

3.2　参考文献

以下のＴＴＣ標準及びＩＴＵ－Ｔ勧告とその他の参考文献は、本標準中で参照されることにより本標準の規

定の一部を構成する。ここでは、本標準が制定された時点での有効な版数を示しているが、全ての標準や勧告

および参考文献は改訂されうる。そのため、本標準の利用者は、以下に示した標準や勧告及び参考文献の最新

版が適用できるかどうか調査すべきである。現在の有効なＴＴＣ標準およびＩＴＵ－Ｔ勧告の一覧は定期的に

出版されている。

［１］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ４１３－“広帯域ＩＳＤＮユーザ・網インタフェース規定点及びインタフェ

ース構造”

［２］ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．１３０－“Method for the characterization of telecommunication services supported

by an ISDN and network capabilities of an ISDN”

［３］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２９３１－“広帯域ＩＳＤＮユーザ・網インタフェースレイヤ３仕様基本呼

／コネクション制御”

［４］ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４－“Numbering plan for the ISDN era”, Rev.1.

［５］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅲ］－“発信者番号通知（ＣＬＩＰ）”

［６］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ５８０－“広帯域ＩＳＤＮと 64kbit/s 系ＩＳＤＮ間インタワーキングの一般

原則”

3.3　定義

本標準の目的のために以下の定義を適用する。
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ユーザ：

ユーザ・網インタフェースにおけるユーザ側のＤＳＳ２プロトコルエンティティ。

網：

ユーザ・網インタフェースにおける網側のＤＳＳ２プロトコルエンティティ。

サービス対象ユーザ：

着信呼に関連する発信者の番号通知に加入している特定のＩＳＤＮ番号を持つユーザ。サービス対

象ユーザは着信ユーザでもある。

ＩＳＤＮ番号：

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４［４］で規定される番号計画と構造に一致する番号。

アドレス：

発信ユーザの番号（通常ＩＳＤＮ番号）及び（発信ユーザにより提供された場合の）サブアドレス。

国際番号：

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４［４］の規定に従って構成されたＩＳＤＮ番号。

国内番号、国内の特有番号：

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４［４］の規定に従って構成されたＩＳＤＮ番号。

市内番号：

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４［４］の規定に従って構成されたＩＳＤＮ番号。

デフォルト番号：

発信側のユーザと網提供者の間で合意されている番号。

特別契約：

カスタマと網運用者との間の契約。この特別契約により、カスタマが提供した発信者番号は公衆Ｉ

ＳＤＮ網で検証されない。

3.4　略語

本標準の目的のために以下の略語が使用される。

Ｂ－ＩＳＤＮ Broadband Integrated Services Digital Network

広帯域サービス総合ディジタル網

ＣＰＮ Calling Party Number

発番号

ＣＬＩＰ Calling Line Identification Presentation

発信者番号通知

ＣＬＩＲ Calling Line Identification Restriction
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発信者番号通知制限

ＤＳＳ２ Digital Subscriber Signalling System No.2

ディジタル加入者線信号方式Ｎｏ．２

ＩＥ Information Element

情報要素

ＩＳＤＮ Integrated Services Digital Network

サービス総合ディジタル網

Ｎ－ＩＳＤＮ Narrow-band Integrated Services Digital Network

狭帯域サービス総合ディジタル網

ＰＩ Presentation Indicator

表示識別子

ＳＩ Screening Indicator

網検証識別子

3.5　説明

本付加サービスは、発信側のＩＳＤＮ番号、および付加的にサブアドレス情報（即ち発サブアドレス情報要

素）を着信ユーザに表示する機能を提供する。

着信ユーザに提供される情報は、呼の返信を十分可能にする形で、発信ユーザのＩＳＤＮ番号（即ち、市内

番号、国内番号あるいは国際番号とオプションとして発信ユーザによって提供された場合のサブアドレス）か

ら構成される。

3.6　運用上の要求条件

3.6.1　サービス提供／取消し

標準ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅲ］参照。

注－付属資料Ａは、二つの発番号情報要素を通知するオプションをサポートするための追加手順を含む。本

機能は網オプションである。

3.6.2　発側の網に対する要求条件

発信者番号通知（ＣＬＩＰ）に関連した全ての情報は、標準ＪＴ－Ｑ２９３１［３］の５章による基本呼手

順にそって送信される「呼設定」（SETUP）メッセージに含まれる。

（基本呼手順の要素として）発信ユーザによって情報が提供されない場合、網は（呼が生成された）ユーザ

アクセスに基づく発側加入者線交換機内のデフォルト番号を提供する。

発番号情報要素がユーザによって提供される場合、網は、その番号がユーザに割り当てられた範囲内にある

ことを確かめることのみが出来る。

網運用者と発信ユーザの間に特別契約が交わされている場合、網による発番号の検証は行われない。

3.6.3　網内での要求条件

本節は、ＤＳＳ２には適用されない。
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3.6.4　着側の網に対する要求条件

３．９．２．３節参照。

3.7　状態定義

追加の状態定義はない。

3.8　コーディング上の要求条件

発信者番号通知（ＣＬＩＰ）に関連する全ての情報は「呼設定」（SETUP）メッセージに含まれる。標準Ｊ

Ｔ－Ｑ２９３１［３］の４．５．１３節および４．５．１４節に、本サービスの提供に必要な発番号および発

サブアドレス情報要素のコーディングが示されている。発番号情報要素は、呼の発信者を特定するためのもの

である。発サブアドレス情報要素は、呼の発信者に関連したサブアドレスを特定するためのものである。

3.9　ＳＢ／ＴＢ一致参照点における信号上の要求条件

3.9.1　サービスの開始／停止／登録

適用されない。

3.9.2　インボケーションと動作

3.9.2.1　発信側加入者線交換機での動作

3.9.2.1.1　通常動作

3.9.2.1.1.1　発信ユーザでの動作

これらの手順は基本サービスの一部として提供され、発信ユーザは発信者番号通知（ＣＬＩＰ）付加サービ

スに加入している必要はない。

発信ユーザから送られ、発番号情報要素に設定されるアドレス／番号計画識別は、「ＩＳＤＮ／電話番号計

画（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４）」か「不定」のいずれかである。

　注－いずれのコーディングでも使用可能であり、網による両者の取扱いは同一である。

アドレス／番号計画識別が「ＩＳＤＮ／電話番号計画（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４）」か「不定」に等しく、

発信ユーザによって含められた発信者番号が完全な場合、発信ユーザから送られた発番号情報要素の中に示さ

れた番号種別は以下のいずれかである。

－「市内番号」 完全な市内番号が送られた場合

－「国内番号」 完全な国内番号が送られた場合

－「国際番号」 完全な国際番号が送られた場合

発信ユーザが部分的な発信者番号を含めた場合（例えばダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）付加サービスま

たは複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービスを示すディジット）、ユーザは発番号情報要素の中の番号種別を

「不定」に設定する。
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3.9.2.1.1.2　特別契約を適用しない場合の発信側加入者線交換機での動作

これらの手順は基本サービスの一部として提供され、発信ユーザは発信者番号通知（ＣＬＩＰ）付加サービ

スに加入している必要はない。

発信ユーザから「呼設定」（SETUP）メッセージを受信したとき、網は発番号情報要素および発サブアドレ

ス情報要素が含まれているかどうかチェックする。

アドレス／番号計画識別フィールドが「ＩＳＤＮ／電話番号計画（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４）」か「不定」

以外にコーディングされた発番号情報要素を受信した場合、網は発番号情報要素を破棄し、その情報を受信し

ていないものとして呼を扱う。

網は、網検証識別子の値に発信者番号の網検証の結果に基づく値を設定する。発信ユーザから網検証識別子

を受信した場合は、網はいかなる値も無視する。

発番号情報要素が含まれていた場合、網は網検証機能を実行する。

注－網は、番号ディジットフィールドにプレフィックスまたはエスケープディジットを付加し、番号種別フ

ィールドに「不定」を設定した発番号情報要素で、全ＩＳＤＮ番号を受け入れてもよい。

発信ユーザから受信した発信者番号が正しいと決定した場合、網は網検証識別子に「ユーザ記入、網検証成

功」を設定する。

網検証機能が失敗した場合、網は網検証が失敗したことを記録し、発信ユーザに対応するデフォルト番号を

用いる。網は、網検証識別子に「網記入」を設定する。

「呼設定」（SETUP）メッセージに発番号情報要素が含まれていない場合、網は発信ユーザに対応するデフ

ォルト番号を用いる。網は、網検証識別子に「網記入」を設定する。

発信ユーザが部分的な発番号情報要素を記入し、その番号がユーザアクセス形態に対して有効な番号列であ

る場合、網は適切にその番号を補完する。網は網検証識別子に「ユーザ記入、網検証成功」を設定する。

注－補完された番号がエンドユーザを特定することを、網が保証できない場合もある。

上記手順によって決定した情報は、基本発呼要求に従って、着信側加入者線交換機に転送される。

発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）付加サービス（４章参照）の手順によって決定した表示識別子は、基本発

呼要求に従って、着信側加入者線交換機に転送される。

発サブアドレス情報要素が通知可能な場合、それは網内を透過的に転送される。

特別契約を適用しない場合の発信側加入者線交換機での動作を、表３－１／ＪＴ－Ｑ２９５１に示す。
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表３－１／ＪＴ－Ｑ２９５１　特別契約を適用しない場合の発信ユーザと網による提供情報

　　　　　　（ITU-T Q.2951）

発信ユーザによる提供情報 網による着信ユーザへの提供情報

発信ユーザから受

信した発信者番号

（オクテット６）

番号種別

（オクテット５）

転送される発信者

番号（ＣＬＩＲが起

動されていないと

き）

（オクテット６）

転送される網検証

識別子

（ オ ク テ ッ ト ５

ａ）

転送される番号種

別

（オクテット５）

発信ユーザによる

発番号情報要素提

供なし

呼び返しに十分な

網側に蓄積されて

いるデフォルト番

号

「網記入」 「不定」、「市内番

号」、「網特有番

号」、「国際番号」

または「国内番号」

（注１、７）

（ＴＴＣ注）

呼び返しを行うに

は不十分な、有効な

番号の一部

（注２）

「不定」 補完番号

（注３）

「ユーザ記入、網検

証成功」

（注４）

「不定」、「市内番

号」、「網特有番

号」、「国際番号」

または「国内番号」

（注１、７）

（ＴＴＣ注）

正しい完全な発番

号

（注５）

「市内番号」または

「国内番号」または

「国際番号」

完全な発番号 「ユーザ記入、網検

証成功」

（注４）

「不定」、「市内番

号」、「網特有番

号」、「国際番号」

または「国内番号」

（注１、７）

（ＴＴＣ注）

正しくない番号

（注６）

全ての番号種別 呼び返しに十分な

網側に蓄積されて

いるデフォルト番

号

「網記入」 「不定」、「市内番

号」、「網特有番

号」、「国際番号」

または「国内番号」

（注１、７）

（ＴＴＣ注）

注１－着信先が国外の場合、公衆網内のある時点で国内番号を国際番号に変換する必要がある。

注２－ユーザ装置が、ユーザ装置自身（プライベート）の範囲に関わる部分番号を提供すると、仮定する。

これは端末装置により提供される複数加入者番号、または私設ＩＳＤＮにより提供される内線番号が

考えられる。網は番号ディジットを翻訳し、発信ユーザと網提供者間の契約に従った有効なディジッ

ト列かどうかチェックする。

注３－補完とは、適切なアクセスに関して、ユーザ記入の部分番号にＩＳＤＮ番号の残りの部分を付加する

ことをいう。

注４－「網検証成功」とは、ユーザ記入の番号またはこの部分番号が、網側で蓄積された番号と一致するこ

とを意味し、少なくとも、ユーザ記入の番号情報が有効フォーマットであることを意味する。
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注５－「正しい」とは、網の視点から、ユーザ記入の市内番号が網側に蓄積された番号の一つと一致するこ

とを意味する。

注６－ユーザ記入の番号は破棄される。

注７－網オプションとして、番号にプレフィックスが付加された場合、着信ユーザに転送される番号種別を

「不定」にコーディングしてもよい。その場合、プレフィックスの有無が国際番号と国内番号を互い

に区別するといった網のダイヤル計画に従って、番号が構成される。

　ＴＴＣ注－網による着信ユーザへの提供情報の番号種別に関してＩＴＵ－Ｔ勧告では一例のみ示されている

が、本表ではユーザに転送され得るすべての番号種別を明確化するため追加している。

3.9.2.1.1.3　特別契約が適用される場合の発信側加入者線交換機での動作

これらの手順は、基本サービスの一部として提供され、発信ユーザは発信者番号通知（ＣＬＩＰ）付加サー

ビスを契約している必要はない。

発信ユーザからの「呼設定」（SETUP）メッセージを受信したとき、網は発番号情報要素と発サブアドレス

情報要素が含まれているかどうか確認する。

もしアドレス／番号計画識別が、「ＩＳＤＮ／電話番号計画（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４）」あるいは、「不

定」以外で符号化されている発番号情報要素を受信したときは、網は発番号情報要素を破棄し、その情報要素

を受信しなかったものとして動作する。

アドレス／番号計画識別が「ＩＳＤＮ／電話番号計画（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４）」であって、番号種別

が「国内番号」あるいは「国際番号」以外で符号化されている発番号情報要素を受信したときは、網は発番号

情報要素を廃棄し、その情報要素を受信しなかったものとして動作する。

発信ユーザから受信した網検証識別子のどんな値も網は無視する。

「呼設定」（SETUP）メッセージが、発番号情報要素を含んでいない場合、網は発信ユーザに関連付けられ

たデフォルト番号を使用する。網は網検証識別子を「網記入」とする。

発番号情報要素が含まれる場合、網は網検証識別子を「ユーザ記入、網検証なし」とする。

注－上記の場合は、基本呼手順により別の発信者番号が網内を転送される。この別の発信者番号は、「網記

入」と設定された網検証識別子を伴うデフォルト番号を含む。

上記手順により決定された情報は、基本発呼要求とともに着信側加入者線交換機に転送される。

発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）付加サービス（４章参照）の手順により決定された表示識別子は、基本発

呼要求とともに着信側加入者線交換機に転送される。

もし発サブアドレス情報要素が利用可能であるならば、網内を透過的に転送される。

特別契約が適用される場合の発信側加入者線交換機の動作を表３－２／ＪＴ－Ｑ２９５１に要約する。
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表３－２／ＪＴ－Ｑ２９５１　特別契約が適用されるときの発信ユーザと網による提供情報

　　　　　　（ITU-T Q.2951）

発信ユーザによる提供情報 網による着信ユーザへの提供情報

発信ユーザから受信し

た発信者番号（オクテッ

ト６）

番号種別

（オクテット

５）

転送される発信者番号

（ＣＬＩＲが起動され

ていないとき）（オク

テット６）

転送される網

検証識別子（オ

ク テ ッ ト ５

ａ）

転送される番

号種別（オクテ

ット５）

発信ユーザによる発番

号情報要素提供なし

呼び返しに十分な網側

に蓄積されているデフ

ォルト番号

「網記入」 「不定」または

「市内番号」ま

たは「国際番

号」または「国

内番号」または

「 網 特 有 番

号」

（ＴＴＣ注）

（注１、２）

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６

４に準ずるあらゆるデ

ィジット列

「国内番号」ま

たは「国際番

号」

ユーザにより提供され

た番号

（注１）

「 ユ ー ザ 記

入、網検証な

し」

「国際番号」ま

たは「国内番

号」

（注１、２）

注１－着信先が国外の場合、公衆網内のある時点で国内番号を国際番号に変換する必要がある。

注２－網オプションとして、番号にプレフィックスが付加された場合、着信ユーザに転送される　番号種別

を「不定」に符号化してもよい。その場合、プレフィックスの有無が国際番号と国内番号を互いに区

別するといった網のダイヤル計画に従って、番号が構成される。

ＴＴＣ注－網による着信ユーザへの提供情報の番号種別に関してＩＴＵ－Ｔ勧告では一例のみ示されてる

　　　　　が、本表ではユーザに転送され得るすべての番号種別を明確化するため追加している。

3.9.2.1.2　例外手順

適用されない。

3.9.2.2　中継交換機での動作

本節は、ＤＳＳ２には適用されない。

3.9.2.3　着信側加入者線交換機での動作

3.9.2.3.1　通常動作

　網が、着信ユーザに「呼設定」（SETUP）メッセージを送るときに、着信ユーザが発信者番号通知（ＣＬＩ

Ｐ）付加サービスを提供されているならば、網は発信者番号が利用可能かどうか確認する。

発信者番号が利用可能であり、発信者番号とともに提供される表示識別子により表示が許可されているなら
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ば、網は着信ユーザに送る「呼設定」（SETUP）メッセージに発番号情報要素を含む。もし提供されているな

らば、網は「呼設定」（SETUP）メッセージに発サブアドレス情報要素も含める。着側交換機で受信された、

発信者番号に関連付けられた表示識別子と網検証識別子ならびに発サブアドレスは着信ユーザに透過的に送ら

れる。

アドレス／番号計画識別は「ＩＳＤＮ／電話番号計画（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４）」もしくは「不定」の

どちらかに符号化される。

発信者番号とともに提供される表示識別子により表示が許可されないならば、網は着信ユーザに送信する「呼

設定」（SETUP）メッセージに発番号情報要素を含む。発番号情報要素の表示識別子は、「表示制限」を示す。

網は、網検証識別子、アドレス／番号計画識別、番号種別を次の選択肢の一つに従って符号化する。

１） 網検証識別子は「網記入」と示される。番号種別とアドレス／番号計画識別は「不定」とする。

２） 網検証識別子、アドレス／番号計画識別、番号種別は着側網で受信したものと同一とする。

網はディジットフィールドを含めない。網は「呼設定」（SETUP）メッセージに発サブアドレス情報要素を

含めない。

着信側加入者線交換機で発信者番号も、表示制限を示す表示のどちらも利用可能でない場合、網は着信ユー

ザに送信する「呼設定」（SETUP）メッセージに発番号情報要素を含める。表示識別子は「利用できない番号」

に設定される。そして網検証識別子は「網記入」に設定される。番号種別とアドレス／番号計画識別は「不定」

に設定する。番号ディジットフィールドは含まれない。提供されていたとしても、網は「呼設定」（SETUP）

メッセージには、発サブアドレス情報要素を含めない。

もし着信ユーザに発信者番号通知（ＣＬＩＰ）付加サービスが提供されていないならば、着信ユーザに送ら

れる「呼設定」（SETUP）メッセージに発番号情報要素と発サブアドレス情報要素のどちらも含まれない。

表示が制限されていても、国内網オプションとして着信側加入者線交換機で着信ユーザが、特権加入者属性

（例えば警察や緊急サービス）に分類されているならば、網は「呼設定」（SETUP）メッセージに発番号情報

要素と、もし発信者がサブアドレスを含めているなら発サブアドレス情報要素を含める。この場合、表示識別

子と網検証識別子は着信ユーザに透過的に送られる。

注－ユーザが受信した発番号情報要素内の表示識別子が、「利用できない番号」または「表示制限」に設定

されている場合、ユーザは発番号情報要素内の残りの情報を無視すべきである。

3.9.2.3.2　例外手順

適用されない。

3.10　私設ＩＳＤＮとの相互接続手順

３．９．２節で記述される手順が使用される。

注－アクセスが私設網で使用される場合の特別契約の提供は、特に重要である。
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3.11　他網との相互接続

3.11.1　Ｎ－ＩＳＤＮとの相互接続

この節では、Ｂ－ＩＳＤＮとＮ－ＩＳＤＮとの相互接続での加入者線信号を提供する為の特定機能を規定す

る。この相互接続の記述は、標準ＪＴ－Ｉ５８０［６］の付属資料Ａにおいて定義されている通信シナリオＢ

を想定している。

相互接続　Ｎ－ＩＳＤＮ　→　Ｂ－ＩＳＤＮ

適用されない。

相互接続　Ｂ－ＩＳＤＮ　→　Ｎ－ＩＳＤＮ

ＤＳＳ２の発番号情報要素は、ターミナルアダプタもしくはインタワーキング機能により、その第２オクテ

ットを削除し、内容に他の変更を加えることなく内容長フィールドを調整して、そしてＤＳＳ１メッセージの

この情報要素の順序を守ることで、ＤＳＳ１の発番号情報要素にマッピングされる。

ＤＳＳ２の発サブアドレス情報要素が存在するならば、ターミナルアダプタもしくはインタワーキング機能

により、その第２オクテットを削除し、内容に他の変更を加えることなく内容長フィールドを調整して、そし

てＤＳＳ１メッセージのこの情報要素の順序を守ることで、ＤＳＳ１の発サブアドレス情報要素にマッピング

される。

3.11.2　非ＩＳＤＮとの相互接続

ある非ＩＳＤＮからの着信呼の場合、発番号は着側ＩＳＤＮに発信者番号通知制限の表示なしに通知されう

る。この場合いくつかのオプションがあり、網の規則と規制により以下の選択がある。

－網は、３．９．２．３．１節、第６パラグラフに従い発番号情報要素を送信し、発サブアドレス

情報要素を含めない。

－網は、３．９．２．３．１節、第４パラグラフに従い発番号情報要素を送信し、発サブアドレス

情報要素を含めない。

－網は、３．９．２．３．１節、第２パラグラフに従い発番号情報要素を送信し、発サブアドレス

が利用可能ならば発サブアドレス情報要素を含める。

その他の非ＩＳＤＮによっては、完全な発信者番号がＩＳＤＮで利用できないため、発信者番号通知（ＣＬ

ＩＰ）付加サービスに加入している着信ユーザに発信ユーザの完全な番号を提供することができない。この場

合、網は、３．９．２．３．１節、第６パラグラフに従い発番号情報要素を送信し、発サブアドレス情報要素

を含めない。

ある非ＩＳＤＮからの着信呼の場合、発番号は着側ＩＳＤＮに発信者番号通知制限の表示とともに通知され

うる。この場合、網は、３．９．２．３．１節、第２パラグラフに従い発番号情報要素を送信し、発サブアド

レスが利用可能ならば発サブアドレス情報要素を含める。

網オプションとして、発側の網は発信ユーザを特定するいかなるアドレス情報も他の網へ転送することを規

制しうる。
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3.12　他の付加サービスとの相互作用

3.12.1　接続先番号通知（ＣＯＬＰ）

相互作用なし。

3.12.2　接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）

相互作用なし。

3.12.3　発信者番号通知（ＣＬＩＰ）

記述には意味がない。

3.12.4　発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）

発信ユーザが、着信ユーザに対して自分の番号の通知を禁止する契約をしている場合（発信ユーザが発信者

番号通知制限（ＣＬＩＲ）付加サービスを契約している場合）、発信者番号は通知されない。ＣＬＩＰのサー

ビス対象ユーザがＣＬＩＲより優先される唯一の場合は、ＣＬＩＰのサービス対象ユーザが特権加入者属性を

持つときである。これは国内オプションである。

3.12.5　ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）

相互作用なし。

3.12.6　ユーザ・ユーザ情報転送（ＵＵＳ）

3.12.6.1　サービス１

相互作用なし。

3.12.7　複数加入者番号（ＭＳＮ）

呼を開始する上で、ＭＳＮユーザの端末によって示されたＩＳＤＮ番号がそのインタフェースに対して契約

されたものでない場合、または番号情報が示されなかった場合には、デフォルト番号または番号利用不可表示

をＣＬＩＰユーザに通知する。

3.12.8　サブアドレス（ＳＵＢ）

相互作用なし。

3.13　パラメータ値（タイマ）

特定のタイマは不要。

3.14　動的記述（ＳＤＬ）
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Null
空
０

Special
arrangement
特別契約

ＳＩ＝００

Default number
デフォルト番号

ＳＩ＝１１

Complete the number
番号補完

ＳＩ＝０１

Default number
デフォルト番号

ＳＩ＝１１

CLIR Service
ＣＬＩＲサービス

Set type of number and
addressing/numbering plan

identification
番号種別およびアドレス

／番号計画識別設定

Setup indication
呼設定表示

Call initiated
発呼
１

SETUP
呼設定

Verification of the number
番号検証

CPN IE provided
by the calling user

発信ユーザによって示さ
れたＣＰＮ ＩＥ

YesNo

Yes

Not OKOK

No

注１－本ＳＤＬ図のスタイルは、Ｎ－ＩＳＤＮとＢ－ＩＳＤＮにおける付加サービスの共通性を強調するため

に、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の付属資料Ａで提供されているものよりも、標準ＪＴ－Ｑ９５１のそれに準

じている。したがって、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の付属資料Ａにあるいくつかの詳細（例えばメッセージ

検証）はここでは示されていない。

注２－本手順は、発信ユーザによるＣＬＩＰ契約とは独立に実行され、基本サービスの一部として提供される。

注３－網検証識別子（ＳＩ）は以下のようにコーディングされる。

－　ＳＩ＝１１　網記入

－　ＳＩ＝０１　ユーザ記入、網検証成功

－　ＳＩ＝００　ユーザ記入、網検証なし

図３－１／ＪＴ－Ｑ２９５１　発側の網における動的記述

　　　　　　　　　　　　　　（ITU-T Q.2951）
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Null
空
０

CPN IE without
number digits

番号ディジットなし
のＣＰＮ ＩＥ

Call present
着呼
６

Presentation allowed
表示許可

User subscribed
to CLIP

ＣＬＩＰを契約している
ユーザ

YesNo

No

Yes

Yes

No

Setup request
呼設定要求

CPN IE
available

ＣＰＮ ＩＥ
利用可能

Override
特権加入者

CPN IE without
number digits

番号ディジットなし
のＣＰＮ ＩＥ（注２）

SETUP
呼設定

YesNo

No CPN IE is sent to
the called user

着信ユーザに送信す
るＣＰＮ ＩＥなし

Send CPN IE as
received
受信した

ＣＰＮ ＩＥ送信

注１－本ＳＤＬ図のスタイルは、Ｎ－ＩＳＤＮとＢ－ＩＳＤＮにおける付加サービスの共通性を強調するため

に、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の付属資料Ａで提供されているものよりも、標準ＪＴ－Ｑ９５１のそれに準

じている。したがって、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の付属資料Ａにあるいくつかの詳細（例えばメッセージ

検証）はここでは示されていない。

注２－この場合、ＳＩ（網検証識別子）＝１１、ＰＩ（表示識別子）＝１０。

ＴＴＣ注－送信先ユーザに関してＩＴＵ－Ｔ勧告に明らかな誤りがあるため訂正した。

図３－２／ＪＴ－Ｑ２９５１　着側の網における動的記述

　　　　　　　　　　　　　　（ITU-T Q.2951）
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付属資料Ａ　二つの発番号情報要素通知オプション

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（標準ＪＴ－Ｑ２９５１の３章に対する）

A.1　範囲

　この付属資料はサービス対象ユーザへの二つの発番号情報要素通知のためにサポートされるべき付加的な手

順を規定している。これらの手順（あるいは一部）のサポートは網オプションである。

　これらの付加的な機能は、これらを提供しない公衆ＩＳＤＮが、この標準のなかで定義する発信者番号通知

（ＣＬＩＰ）付加サービスのいかなる規定、運用、あるいは端末の互換性に対して何のインパクトも与えず、

何の要求を課するものでもない。

A.2　着信網側における付加的な手順

　この付属資料に記述される手順は、着信ユーザへ二つの番号を通知する事ができる網に関するものである。

A.2.1　通常動作

　３．９．２．３．１節に記述されている手順は次のような状況のもとで適用される。

　　ａ）着信側交換機で一つの番号のみが通知可能なとき。

　　ｂ）表示が制限されているとき。

　　ｃ）着信ユーザに発信者番号通知（ＣＬＩＰ）付加サービスが提供されていないとき。

　　ｄ）二番号通知の契約オプションは存在するが、着信ユーザが二番号通知を契約していないとき。

　一つは「網記入」、他は「ユーザ記入、網検証なし」と設定された網検証識別子をもつ二つの番号が着信側

交換機で利用可能なとき、網は「呼設定」（SETUP）メッセージ中の二つの発番号情報要素でその情報を着信

ユーザに通知する。

　さらに、ある網で一つは「網記入」、他は「ユーザ記入、網検証失敗」と設定された網検証識別子を持つ二

つの番号が着信側交換機で利用可能なとき、網は「呼設定」（SETUP）メッセージ中の二つの発番号情報要素

でその情報を着信ユーザに通知する。

　「呼設定」（SETUP）メッセージ中に現れる発番号情報要素の順序は網オプションである。

　提供されている場合に、網は発サブアドレス情報要素も「呼設定」（SETUP）メッセージに含める。着信側

交換機で受信された発信者番号に関係する表示識別子、網検証識別子と発サブアドレスは着信ユーザに透過的

に転送される。

A.2.2　例外手順

　適用されない。

A.3　発信ユーザ側での動作

　発信ユーザ側での動作は３．９．２．１．１．１節に記述されている。

A.4　発信側加入者線交換機での付加的な動作

　網検証が失敗した場合を除いては、３．９．２．１．１．２節の手順が適用される。
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　網検証が失敗した場合は、網は網検証識別子を「ユーザ記入、網検証失敗」と設定する。

注－このような場合には、基本呼手順では、網を介して転送される別の発信者番号が準備される。この別の発

信者番号は「網記入」と設定された網検証識別子を伴うデフォルト番号を含む。

　これらの手順で決定された情報は、基本発呼要求とともに着信側加入者線交換機へ転送される。

　発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）付加サービス（４章参照）の手順で決められているように、表示識別子は

基本発呼要求とともに着信側加入者線交換機に転送される。

　発サブアドレス情報要素が通知可能な場合には、網を介して透過的に転送される。

　網検証が失敗したときの発信側加入者線交換機での動作は付表３－Ａ－１／ＪＴ－Ｑ２９５１に要約されて

いる。

付表３－Ａ－１／ＪＴ－Ｑ２９５１　網検証が失敗したときに発信ユーザと網による提供情報

　　　　　　　（ITU-T Q.2951）

発信ユーザによる提供情報 網による着信ユーザへの提供情報

発信ユーザから受

信した発信者番号

（オクテット６）

番号種別

（オクテット５）

転送される発信者

番号（ＣＬＩＲが起

動されていないと

き）

（オクテット６）

転送される網

検証識別子

（オクテット

５ａ）

転送される番号種

別

（オクテット５）

ＩＴＵ－Ｔ勧告

Ｅ．１６４に準ず

るあらゆるディジ

ット列

「不定」、

「市内番号」、

「国内番号」または

「国際番号」

（ＴＴＣ注２）

ユーザにより提供

された番号

（注１）

「 ユ ー ザ 記

入、

網検証失敗」

「不定」、

「市内番号」、

「網特有番号」、

「国際番号」または

「国内番号」

（注１、注２）

（ＴＴＣ注１）

付表３－Ａ－１／ＪＴ－Ｑ２９５１に対する注

注１－着信先が国外の場合、公衆網内のある時点で国内番号を国際番号に変換する必要がある。

注２－網オプションとして、番号にプレフィックスが付加された場合、着信ユーザに転送される番号種別を「不

定」にコーディングしてもよい。その場合、プレフィックスの有無が国際番号と国内番号を互いに区別

するといった網のダイヤル計画に従って、番号が構成される。

ＴＴＣ注１－網による着信ユーザへの提供情報の番号種別に関してＩＴＵ－Ｔ勧告では一例のみ示されている

が、本表ではユーザに転送され得るすべての番号種別を明確化するため追加している。

ＴＴＣ注２－発信ユーザによる提供情報の番号種別に関してＩＴＵ－Ｔ勧告では一例のみ示されているが、本

表では発信ユーザが提供し得るすべての番号を明確化のために追加している。
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付録Ｉ　信号フロー（標準ＪＴ－Ｑ２９５１の３章に対する）

（本付録は本標準の一部ではない）

　基本呼制御手順の一部であるため、信号フローは含まれない。



－ 31 － ＪＴ－Ｑ２９５１

４．発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）

4.1　規定範囲

本標準は、ディジタル加入者線信号方式Ｎｏ．２（ＤＳＳ２）プロトコルを用いて、ＴＢ参照点またはＳＢ／

ＴＢ一致参照点（標準ＪＴ－Ｉ４１３［１］で定義されている）における広帯域サービス総合ディジタル網（Ｂ

－ＩＳＤＮ）のための発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）付加サービスのステージ３を規定している。ステージ

３は、テレコミュニケーションサービス（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．１３０［２］参照）をサポートするために必要

とされるプロトコル手順と交換機能を規定している。

付け加えて、本標準は、中間にある私設Ｂ－ＩＳＤＮを経由してユーザにサービスが提供される場合、その

ＴＢ参照点のプロトコル要求条件を規定している。

本標準は、Ｂ－ＩＳＤＮではないテレコミュニケーションネットワークを経由してユーザにサービスが提供

される場合のプロトコル要求条件は付加的には規定しない。

　発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）付加サービスは、発信ユーザに対する付加サービスで、発信ユーザのＩＳ

ＤＮ番号およびサブアドレスの着信ユーザへの表示を制限する。

発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）付加サービスは、全てのテレコミュニケーションサービスに対して適用で

きる。

本標準は、 発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）付加サービスをサポートし、公衆Ｂ－ＩＳＤＮへのアクセスと

して利用されるＴＢ参照点またはＳＢ／ＴＢ一致参照点のいずれかのサイドに接続される装置に対して適用でき

る。

4.2　参考文献

以下のＴＴＣ標準及びＩＴＵ－Ｔ勧告とその他の参考文献は、本標準中で参照されることにより、本標準の

規定の一部を構成する。ここでは、本標準が制定された時点での有効な版数を示しているが、全ての標準や勧

告および参考文献は改訂されうる。そのため、本標準の利用者は、以下に示した標準や勧告および参考文献の

最新版が適用できるかどうか調査すべきである。現在の有効なＴＴＣ標準およびＩＴＵ－Ｔ勧告の一覧は定期

的に出版されている。

［１］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ４１３－“広帯域ＩＳＤＮユーザ・網インタフェース規定点及びインタフェ

ース構造”

［２］ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．１３０－“Method for the characterization of telecommunication services supported

by an ISDN and network capabilities of an ISDN”

［３］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２９３１－“広帯域ＩＳＤＮユーザ・網インタフェースレイヤ３仕様基本呼

／コネクション制御”

［４］ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４－“Numbering plan for the ISDN era”, Rev. 1.

［５］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅳ］－“発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）”

［６］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２９５１［３章］－“発信者番号通知（ＣＬＩＰ）”

［７］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ５８０－“広帯域ＩＳＤＮと 64kbit/s 系ＩＳＤＮ間インタワーキングの一般

原則”
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4.3　定義

本標準の目的のために以下の定義を適用する。

ユーザ：

ユーザ・網インタフェースにおけるユーザ側のＤＳＳ２プロトコルエンティティ。

網：

ユーザ・網インタフェースにおける網側のＤＳＳ２プロトコルエンティティ。

サービス対象ユーザ：

発信呼に関連する発信者番号情報の（固定のあるいは呼毎の）通知制限に契約している特定のＩＳ

ＤＮ番号を持つユーザ。サービス対象ユーザは発信ユーザでもある。

ＩＳＤＮ番号：

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４［４］の中で規定される番号計画と構造に一致する番号。

4.4　略語

　本標準の目的のために以下の略語が使用される。

ＤＳＳ２ Digital Subscriber Signalling System No.2

ディジタル加入者線信号方式Ｎｏ．２

Ｂ－ＩＳＤＮ Broadband Integrated Services Digital Network

広帯域サービス総合ディジタル網

ＣＬＩＰ Calling Line Identification Presentation

発信者番号通知

ＣＬＩＲ Calling Line Identification Restriction

発信者番号通知制限

ＣＰＮ Calling Party Number

発番号

ＩＥ Information Element

情報要素

ＩＳＤＮ Integrated Services Digital Network

サービス総合ディジタル網

Ｎ－ＩＳＤＮ Narrow-band Integrated Services Digital Network

狭帯域サービス総合ディジタル網

ＰＩ Presentation Indicator

表示識別子

4.5　説明

発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）付加サービスが適用され起動されている場合、発側の網は着側の網に対し

て発信ユーザのＩＳＤＮ番号および（もし、発信ユーザにより提供された場合）サブアドレスを着信ユーザへ

通知してはならないという表示を行う。このような場合、着信ユーザへの着呼表示に発信ユーザの番号および

サブアドレスは含まれない。
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通知制限機能は、基本サービス手順の一部である網内における発番号の転送には影響しない。

4.6　運用上の要求条件

4.6.1　サービス提供／取消し

　標準ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅳ］［５］参照。

4.6.2　発側の網に対する要求条件

　発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）付加サービスに関連した全ての情報は、標準ＪＴ－Ｑ２９３１に従った基

本呼手順の一部として送信される「呼設定」（SETUP）メッセージに含まれる。

4.6.3　網内での要求条件

適用されない。

4.6.4　着側の網に対する要求条件

４．９．３節参照。

ＴＴＣ注－参照節に関してＩＴＵ－Ｔ勧告に明らかな誤りがあるため訂正した。

4.7　状態定義

特別な状態は必要ない。

4.8　コーディング上の要求条件

３．８節と同様。

4.9　ＳＢ／ＴＢ一致参照点における信号手順

4.9.1　発信ユーザでの動作

　発信ユーザが網のデフォルト設定を覆したい場合、ユーザから送信される「呼設定」（SETUP）メッセージ

に、ユーザは適切に設定された表示識別子を伴う発番号情報要素を含める。

4.9.2　発信側加入者線交換機での動作

4.9.2.1　通常動作

発信ユーザが発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）付加サービスの固定モードに契約している場合、「呼設定」

（SETUP）メッセージにて受信した表示識別子は無視される。網は表示識別子を「表示制限」に設定する。

発信ユーザが発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）付加サービスの呼毎モードに契約しておりデフォルト設定を

覆す要求を行った場合、発側の網は表示識別子を、受信した発番号情報要素の中の表示識別子に従い設定する。

番号ディジットが含まれる場合、３．９．２．１．１節の表３－１／ＪＴ－Ｑ２９５１あるいは表３－２／

ＪＴ－Ｑ２９５１に従い取り扱われる。

もし発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）付加サービスが呼毎契約でユーザから要求されている場合で、かつ、

「呼設定」（SETUP）メッセージに発番号情報要素が含まれていない場合、発側の網は表示識別子を、契約さ
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れているデフォルト値に従い設定する。

表示識別子は基本発呼要求とともに着信側へ転送される。

4.9.2.2　例外手順

適用されない。

4.9.3　着信側加入者線交換機での動作

4.9.3.1　通常動作

着信側加入者線交換機において実行されるべき動作は、３．９．２．３．１節に記述されている発信者番号

通知（ＣＬＩＰ）付加サービスの一部として提供される。

4.9.3.2　例外手順

適用されない。

4.10　私設ＩＳＤＮとの相互接続手順

４．９節にて規定された手順が使用される。

4.11　他網との相互接続

4.11.1　Ｎ－ＩＳＤＮとの相互接続

この節では、Ｂ－ＩＳＤＮとＮ－ＩＳＤＮとの相互接続での加入者線信号を提供する為の特定機能を規定す

る。この相互接続の記述は、標準ＪＴ－Ｉ５８０［７］の付属資料Ａにおいて定義されている通信シナリオＢ

を想定している。

相互接続　Ｎ－ＩＳＤＮ　→　Ｂ－ＩＳＤＮ

適用されない。

相互接続　Ｂ－ＩＳＤＮ　→　Ｎ－ＩＳＤＮ

ＤＳＳ２の発番号情報要素は、ターミナルアダプタもしくはインタワーキング機能により、その第２オクテ

ットを削除し、内容に他の変更を加えることなく内容長フィールドを調整して、そしてＤＳＳ１メッセージの

この情報要素の順序を守ることで、ＤＳＳ１の発番号情報要素にマッピングされる。

4.11.2　非ＩＳＤＮとの相互接続

呼が非ＩＳＤＮ向けまたは非ＩＳＤＮ経由である場合、制限通知が着側の網まで転送されることは保証され

ない。発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）付加サービスが適用できるとき、国内網オプションとして、発側の網

は発信者を識別するいかなる情報も着側の網へ転送することを制限することができる。着側の網が表示許可も

制限もなにも指示のない発番号を受信した場合、着側の網（ホスト網）は網自身の規則と規制に従って動作す

る。詳細は３．１１．２節を参照のこと。

4.12　他の付加サービスとの相互作用

4.12.1　接続先番号通知（ＣＯＬＰ）

相互作用なし。
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4.12.2　接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）

相互作用なし。

4.12.3　発信者番号通知（ＣＬＩＰ）

発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）付加サービスは、発信者番号通知（ＣＬＩＰ）付加サービスに優先する。

ＣＬＩＰのサービス対象ユーザがＣＬＩＲより優先される唯一の場合は、ＣＬＩＰのサービス対象ユーザが特

権加入者属性を持つときである。これは国内オプションである。

4.12.4　発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）

記述には意味がない。

4.12.5　ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）

相互作用なし。

4.12.6　ユーザ・ユーザ情報転送（ＵＵＳ）

4.12.6.1　サービス１

相互作用なし。

4.12.7　複数加入者番号（ＭＳＮ）

相互作用なし。

4.12.8　サブアドレス（ＳＵＢ）

相互作用なし。

4.13　パラメータ値（タイマ）

特定のタイマは不要。

4.14　動的記述（ＳＤＬ）

図４－１／ＪＴ－Ｑ２９５１参照。
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CLIR
service

ＣＬＩＲサービス

Subscription
option

加入契約オプション

PI as received from
the calling user

ＰＩ＝発信ユーザか
ら受信したＰＩ値

PI=00 set by
the network
ＰＩ＝００
を網が設定

PI=01 set by
the network
ＰＩ＝０１
を網が設定

PI=default value

ＰＩ＝
デフォルト値

PI included in the CPN IE
ＣＰＮ　ＩＥに

ＰＩあり

Calling user
subscribed to CLIR
発信ユーザは

ＣＬＩＲに契約

YesNo

Yes

Temporary
呼毎契約

Permanent
固定契約

No

注１－本ＳＤＬ図のスタイルは、Ｎ－ＩＳＤＮとＢ－ＩＳＤＮにおける付加サービスの共通性を強調するため

に、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の付属資料Ａで提供されているものよりも、標準ＪＴ－Ｑ９５１のそれに準

じている。したがって、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の付属資料Ａにあるいくつかの詳細（例えばメッセージ

検証）はここでは示されていない。

注２－ ＰＩ＝００ 「表示許可」

ＰＩ＝０１ 「表示制限」

図４－１／ＪＴ－Ｑ２９５１　発側の網における動的記述

　　　　　　　　　　　　　　（ITU-T Q.2951）
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付録Ⅰ　信号フロー（標準ＪＴ－Ｑ２９５１の４章に対する）

（本付録は本標準の一部ではない）

基本呼制御手順の一部であるため、信号フローは含まれない。
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５．接続先番号通知（ＣＯＬＰ）

5.1　規定範囲

本標準は、ディジタル加入者線信号方式Ｎｏ．２（ＤＳＳ２）プロトコルを用いて、ＴＢ参照点またはＳＢ

／ＴＢ一致参照点（標準ＪＴ－Ｉ４１３［１］で定義されている）における広帯域サービス総合ディジタル網

（Ｂ－ＩＳＤＮ）のための接続先番号通知（ＣＯＬＰ）付加サービスのステージ３を規定している。ステージ

３は、テレコミュニケーションサービス（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．１３０［２］参照）をサポートするために必要

とされるプロトコル手順と交換機能を規定している。

付け加えて、本標準は、中間にある私設Ｂ－ＩＳＤＮを経由してユーザにサービスが提供される場合、その

ＴＢ参照点のプロトコル要求条件を規定している。

本標準は、Ｂ－ＩＳＤＮではないテレコミュニケーションネットワークを経由してユーザにサービスが提供

される場合のプロトコル要求条件は付加的には規定しない。

　接続先番号通知（ＣＯＬＰ）付加サービスは発信ユーザに対する付加サービスであり、発信ユーザに対し、

接続先のＩＳＤＮ番号及び可能であればサブアドレス情報を提供する。

接続先番号通知（ＣＯＬＰ）付加サービスは、全てのテレコミュニケーションサービスに対して適用できる。

本標準は、接続先番号通知（ＣＯＬＰ）付加サービスをサポートし、公衆Ｂ－ＩＳＤＮへのアクセスとして

利用されるＴＢ参照点またはＳＢ／ＴＢ一致参照点のいずれかのサイドに接続される装置に対して適用できる。

5.2　参考文献

以下のＴＴＣ標準及びＩＴＵ－Ｔ勧告とその他の参考文献は、本標準中で参照されることにより、本標準の

規定の一部を構成する。ここでは、本標準が制定された時点での有効な版数を示しているが、全ての標準や勧

告および参考文献は改訂されうる。そのため、本標準の利用者は、以下に示した標準や勧告および参考文献の

最新版が適用できるかどうか調査すべきである。現在の有効なＴＴＣ標準およびＩＴＵ－Ｔ勧告の一覧は定期

的に出版されている。

［１］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ４１３－“広帯域ＩＳＤＮユーザ・網インタフェース規定点及びインタフェ

ース構造”

［２］ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．１３０－“Method for the characterization of telecommunication services supported

by an ISDN and network capabilities of an ISDN”

［３］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２９３１－“広帯域ＩＳＤＮユーザ・網インタフェースレイヤ３仕様基本呼

／コネクション制御”

［４］ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４－“Numbering plan for the ISDN era”, Rev.1.

［５］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅵ］－“接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）”

［６］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅴ］－“接続先番号通知（ＣＯＬＰ）”

［７］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ５８０－“広帯域ＩＳＤＮと64kbit/s系ＩＳＤＮ間インタワーキングの一般原

則”

5.3　定義

本標準の目的のために以下の定義を適用する。
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ユーザ：

ユーザ・網インタフェースにおけるユーザ側のＤＳＳ２プロトコルエンティティ。

網：

ユーザ・網インタフェースにおける網側のＤＳＳ２プロトコルエンティティ。

サービス対象ユーザ：

発信呼に関連する接続先番号情報の通知を契約している特定のＩＳＤＮ番号を持つユーザ。サービ

ス対象ユーザは発信ユーザでもある。

　接続先ユーザ：

　着信側の網でサービス対象ユーザの発呼要求へ応答し、網によって呼を与えられたユーザである。

接続先ユーザは、接続先番号通知（ＣＯＬＰ）付加サービスに加入している必要はない。

ＩＳＤＮ番号：

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４［４］の中で規定される番号計画と構造に一致する番号。

5.4　略語

本標準の目的のために以下の略語が使用される。

Ｂ－ＩＳＤＮ Broadband Integrated Services Digital Network

広帯域サービス総合ディジタル網

ＣＯＬＰ Connected Line Identification Presentation

接続先番号通知

ＣＯＬＲ Connected Line Identification Restriction

接続先番号通知制限

ＣＯＮ Connected Number

接続先番号

ＤＳＳ２ Digital Subscriber Signalling System No.2

ディジタル加入者線信号方式Ｎｏ．２

ＩＥ Information Element

情報要素

ＩＳＤＮ Integrated Services Digital Network

サービス総合ディジタル網

Ｎ－ＩＳＤＮ Narrow-band Integrated Services Digital Network

狭帯域サービス総合ディジタル網

ＳＩ Screening Indicator

網検証識別子

5.5　説明

本付加サービスは、ダイヤル番号チェックではなく、接続先ＩＳＤＮ番号を発信契約ユーザへ通知するもの

である。完全なＩＳＤＮ環境において、接続先番号は、接続先を明白に識別するために必要な全ての情報が含
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まれていなければならない。

さらに、接続先番号に関する情報には、接続先ユーザによって生成され、網によって透過的に転送される付

加的なサブアドレス情報（すなわち、接続先サブアドレス情報要素）が含まれることもある。網はこの付加的

なサブアドレスの内容に対する責任を負わない。

接続先ユーザが接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）付加サービスに加入していないかぎり、網は端末の情報処

理能力によらず発信ユーザに接続先番号を通知する。

5.6　運用上の要求条件

5.6.1　サービス提供／取消し

　標準ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅴ］［６］参照。

5.6.2　発側の網に対する要求条件

　５．９．２．１節参照。

5.6.3　網内での要求条件

ＤＳＳ２には適用されない。

5.6.4　着側の網に対する要求条件

　接続先番号通知（ＣＯＬＰ）付加サービスに関連した全ての情報は、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５章で規定さ

れた基本呼手順で送出される「応答」（CONNECT）メッセージに含まれる。

　接続先ユーザによって（基本呼手順の一部として）情報が提供されなかった場合は、網は着信側加入者線交

換機でのユーザアクセスに関連するデフォルト番号を提供する。接続先ユーザによって接続先番号が提供され

ている場合には、網は番号がそのユーザに割り当てられた範囲であるかどうかのみを検証できる。接続先ユー

ザと特別契約を結んでいる場合には、検証を行わない。

5.7　状態定義

特別な状態は必要ない。

5.8 コーディング上の要求条件

接続先番号通知（ＣＯＬＰ）付加サービスは、「応答」（CONNECT）メッセージに含まれる接続先番号及

び接続先サブアドレス情報要素を利用する。
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表５－１／ＪＴ－Ｑ２９５１　「応答」（CONNECT） メッセージの内容

　　　　　　　　　（ITU-T Q.2951）

　　メッセージ種別 ：　応答

　　定義区間 ：　ローカル

　　方　向 ：　両方向

情　報　要　素 参　照 方　向 種　別 情　報　長

プロトコル識別子 ４．２／ＪＴ－Ｑ２９３１ 両方向 Ｍ １

呼番号 ４．３／ＪＴ－Ｑ２９３１ 両方向 Ｍ ４

メッセージ種別 ４．４／ＪＴ－Ｑ２９３１ 両方向 Ｍ ２

メッセージ長 ４．４／ＪＴ－Ｑ２９３１ 両方向 Ｍ ２

接続先番号 ５．８．1／ＪＴ－Ｑ２９５１ 両方向 Ｏ ４－＊

接続先サブアドレス ５．８．1／ＪＴ－Ｑ２９５１ 両方向 Ｏ ４－２５

他の必須およびオプション情報要素は、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の３．１節に記述

本標準で使用される全ての情報要素は、コード群０で定義される。

5.8.1 接続先番号情報要素

接続先番号情報要素は、呼の接続先番号を示すためのものである。接続先番号は、呼が有効である間の変化

（例えば、コールリダイレクションやコールトランスファ）により、着番号とは異なることもある。

　接続先番号情報要素は、図５－１／ＪＴ－Ｑ２９５１に示すようにコード化される。本情報要素の最大長は、

網依存である。



ＪＴ－Ｑ２９５１ － 42 －

ビット オクテット

     ８        ７        ６        ５        ４        ３        ２        １

接続先番号

  ０        １        ０        ０        １        １        ０        ０

情報要素識別子

１

  １

 拡張
コーディング標準

情報要素動作指示フィールド

フラグ　　予約済　　　　   動作指示表示
２

接続先番号内容長 ３、４

０／１

拡張
番号種別 アドレス／番号計画識別 ５

１

拡張
表示識別子

   ０        ０        ０

予備
網検証識別子 ５ａ＊

０ 番号ディジット

（ＩＡ５キャラクタ）
６、他

注－オクテット５、５ａ、６及びその他のフィールドの意味またはコード化については表４－１４／ＪＴ－

Ｑ２９３１を参照のこと。

図５－１／ＪＴ－Ｑ２９５１　接続先番号情報要素

　　　　　　　　　　　　　　　（ITU-T Q.2951）

5.8.2　接続先サブアドレス情報要素

接続先サブアドレス情報要素は、呼の接続先ユーザのサブアドレスを示すためのものである。接続先サブア

ドレスは、呼が有効である間の変化（例えば、コールリダイレクションやコールトランスファ）により、着サ

ブアドレスとは異なることもある。

接続先サブアドレス情報要素は、アクセス情報要素と見なされる（付属資料Ｊ／ＪＴ－Ｑ２９３１参照のこ

と）。

接続先サブアドレス情報要素は、図５－２／ＪＴ－Ｑ２９５１に示すようにコード化される。本情報要素の

最大長は、２５オクテットである。
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ビット オクテット

     ８        ７        ６        ５        ４        ３        ２        １

接続先サブアドレス

  ０        １        ０        ０        １        １        ０        １

情報要素識別子

１

  １

 拡張
コーディング標準

情報要素動作指示フィールド

フラグ　　予約済　　　　   動作指示表示
２

接続先サブアドレス内容長 ３、４

１

拡張
サブアドレス種別

奇数／偶数

表示

　０　　　　０　　　　０

予備
５

サブアドレス情報 ６、他

注－本情報要素のフィールドの意味またはコード化については表４－１３／ＪＴ－Ｑ２９３１を参照のこと。

図５－２／ＪＴ－Ｑ２９５１　接続先サブアドレス情報要素

　　　　　　　　　　　　　（ITU-T Q.2951）

5.9　ＳＢ／ＴＢ一致参照点における信号手順

5.9.1　サービスの開始／停止／登録

適用されない。

5.9.2　インボケーションと動作

5.9.2.1　発信側加入者線交換機での動作

5.9.2.1.1　通常動作

網が「応答」（CONNECT）メッセージを発信ユーザに送る際に、発信ユーザが接続先番号通知（ＣＯＬＰ）

付加サービスに加入している場合、網は接続先番号が通知可能であるかどうかチェックする。

接続先番号が通知可能であり、接続先番号とともに提供される表示識別子により通知が許容されている場合、

網は発信ユーザに送る「応答」（CONNECT）メッセージに接続先番号情報要素を含める。接続先サブアドレ

スが提供されている場合、網は「応答」（CONNECT）メッセージに接続先サブアドレス情報要素も含める。

発信側加入者線交換機で受信された、接続先番号に関連する表示識別子及び網検証識別子、及び接続先サブア

ドレスは透過的に発信ユーザへ転送される。

アドレス／番号計画識別フィールドは、「ＩＳＤＮ／電話番号計画（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４）」または

「不定」にコーディングされる。

接続先番号とともに提供される表示識別子により通知が許容されない場合、網は発信ユーザに送る「応答」

（CONNECT）メッセージに接続先番号情報要素を含める。接続先番号情報要素内の表示識別子は「表示制限」

とする。網は網検証識別子、アドレス／番号計画識別、及び番号種別を以下の選択肢の一つに設定する。

i） 網検証識別子を「網記入」に設定する。番号種別、及びアドレス／番号計画識別を「不定」に設定する。
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ii）網検証識別子、アドレス／番号計画識別、および番号種別を、発信側網で受信したとおりに設定する。

網は番号ディジットフィールドを含めない。また網は「応答」（CONNECT）メッセージに接続先サブアド

レス情報要素を含めない。

発信側加入者線交換機で接続先番号も通知制限の表示も受け取れなかった場合、網は発信ユーザに送る「応

答」（CONNECT）メッセージに接続先番号情報要素を含める。表示識別子は「利用できない番号」に、網検

証識別子は「網記入」に、また番号種別とアドレス／番号計画識別は「不定」に設定し、番号ディジットフィ

ールドは含めない。接続先サブアドレス情報要素が提供されていても、網は「応答」（CONNECT）メッセー

ジに接続先サブアドレス情報要素を含めない。

発信ユーザに接続先番号通知（ＣＯＬＰ）付加サービスが提供されていない場合、発信ユーザへ送られる「応

答」（CONNECT）メッセージに接続先番号情報要素も接続先サブアドレス情報要素も、含まれない。

通知は制限されているが、国内網オプションとして、発信ユーザが特権加入者属性（例えば、警察・緊急サ

ービス）として発信側加入者線交換機に認識されている場合、網は「応答」（CONNECT）メッセージに接続

先番号情報要素、及び接続先ユーザにより提供されている場合に接続先サブアドレス情報要素を含める。この

場合、表示識別子と網検証識別子は発信ユーザへ透過的に転送される。

注－ユーザは、受信した接続先番号情報要素内の表示識別子が「利用できない番号」または「表示制限」に

設定されている場合、接続先番号情報要素内の他の情報を無視すべきである。

5.9.2.1.2　例外手順

適用されない。

5.9.2.2　中継交換機での動作

ＤＳＳ２には適用されない。

5.9.2.3　着信側加入者線交換機での動作

5.9.2.3.1　通常動作

5.9.2.3.1.1　着信ユーザでの動作

これらの手順は基本サービスの一部として提供され、接続先ユーザは接続先番号通知（ＣＯＬＰ）付加サー

ビスに加入する必要はない。

接続先ユーザから送られ、接続先番号情報要素内に設定されるアドレス／番号計画識別は、「ＩＳＤＮ／電

話番号計画（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４）」または「不定」のいずれかである。

注－いずれのコーディングでも使用可能であり、網による両者の取り扱いは全く同一である。

接続先ユーザにより記入され送られてきた接続先番号が完全なものであり、アドレス／番号計画識別フィー

ルドが「ＩＳＤＮ／電話番号計画（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４）」と等しい場合、接続先ユーザから送られ、

接続先番号情報要素内に設定される番号種別は以下のいずれかである。



－ 45 － ＪＴ－Ｑ２９５１

－「市内番号」 完全な市内番号が送られた場合。

－「国内番号」 完全な国内番号が送られた場合。

－「国際番号」 完全な国際番号が送られた場合。

接続先ユーザが部分的な接続先番号を含める場合（例えば、複数加入者番号（ＭＳＮ）付加サービスで用い

られる番号を通知するため）、ユーザは接続先番号情報要素の中の番号種別を「不定」に設定する。

5.9.2.3.1.2　特別契約を適用しない場合の着信側加入者線交換機での動作

これらの手順は基本サービスの一部として提供され、接続先ユーザは接続先番号通知（ＣＯＬＰ）付加サー

ビスに加入している必要はない。

着信ユーザから複数の「応答」（CONNECT）メッセージを受信する場合、網はどの「応答」（CONNECT）

メッセージを承認するか決定してから、以下の手順を実行する。

接続先ユーザから一つの「応答」（CONNECT）メッセージを受信すると、網は接続先番号情報要素と接続

先サブアドレス情報要素が含まれているかチェックする。

「ＩＳＤＮ／電話番号計画（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４）」または「不定」以外にコーディングされたアド

レス／番号計画識別フィールドを伴った接続先番号情報要素を受信すると、網は接続先番号情報要素を廃棄し、

その情報要素を受信していないものとして呼を扱う。

網は、接続先番号に網検証の結果に基づいた網検証識別子の値を設定する。接続先ユーザから網検証識別子

を受信した場合、網はいかなる値も無視する。

接続先番号情報要素が含まれていれば、網は網検証機能を実行する。

注１－網は、番号ディジットフィールドにプレフィックス、またはエスケープディジットを付加し、番号種

別フィールドに「不定」を設定した全ＩＳＤＮ番号を受け入れてもよい。

接続先ユーザから受信した接続先番号が正しいと判定された場合、網は網検証識別子に「ユーザ記入、網検

証成功」を設定する。

網検証機能が失敗した場合、網は網検証が失敗したことを記録し、接続先ユーザに対応するデフォルト番号

を用いる。網は網検証識別子に「網記入」を設定する。

「応答」（CONNECT）メッセージに接続先番号情報要素が含まれていない場合、網は接続先ユーザに対応

するデフォルト番号を用いる。網は網検証識別子に「網記入」を設定する。

接続先ユーザが部分的な接続先番号情報を提供し、その番号がユーザアクセス形態に対して有効なディジッ

ト列である場合、網は適切にその番号を補完する。網は網検証識別子に「ユーザ記入、網検証成功」を設定す
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る。

注２－補完された番号がエンドユーザを特定することを、網は保証できない場合がある。

上記の手順で決定された情報は、基本呼応答に従って、発信側加入者線交換機に転送される。

接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）付加サービス（６章参照）の手順により決定された表示識別子は、基本呼

応答に従って、発信側加入者線交換機に転送される。

接続先サブアドレス情報要素が利用可能である場合、その情報要素は網内を透過的に転送される。特別契約

を適用しない場合の着信側加入者線交換機での動作を、表５－２／ＪＴ－Ｑ２９５１に示す。
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表５－２／ＪＴ－Ｑ２９５１　特別契約を適用しない場合の接続先ユーザと網による提供情報

　　　　　（ITU-T Q.2951）

接続先ユーザによる提供情報 網による発信ユーザへの提供情報

接続先ユーザから

受信した接続先番

号

（オクテット６）

番号種別

（オクテット５）

転送される接続先

番号（ＣＯＬＲが起

動されていないと

き）

（オクテット６）

転送される網検証

識別子

（ オ ク テ ッ ト ５

ａ）

転送される番号種

別

（オクテット５）

接続先ユーザによ

る接続先番号情報

要素提供なし

呼び返しに十分な

網側に蓄積されて

いるデフォルト番

号

「網記入」 「不定」、「市内番

号」、「網特有番

号」、「国際番号」

または「国内番号」

（注１、 ７）

（ＴＴＣ注）

呼び返しを行うに

は不十分な、有効な

番号の一部

（注２）

「不定」 補完番号

（注３）

「ユーザ記入、網検

証成功」

（注４）

「不定」、「市内番

号」、「網特有番

号」、「国際番号」

または「国内番号」

（注１、 ７）

（ＴＴＣ注）

正しい完全な接続

先番号

（注５）

「市内番号」または

「国内番号」または

「国際番号」

完全な接続先番号 「ユーザ記入、網検

証成功」

（注４）

「不定」、「市内番

号」、「網特有番

号」、「国際番号」

または「国内番号」

（注１、 ７）

（ＴＴＣ注）

正しくない番号

（注６）

全ての番号種別 呼び返しに十分な

網側に蓄積されて

いるデフォルト番

号

「網記入」 「不定」、「市内番

号」、「網特有番

号」、「国際番号」

または「国内番号」

（注１、 ７）

（ＴＴＣ注）

注１－発信元が国外の場合、公衆網内のある時点で国内番号を国際番号に変換する必要がある。

注２－ユーザ装置が、ユーザ装置自身（プライベート）の範囲に関わる部分番号を提供すると、仮定する。

これは端末装置により提供される複数加入者番号、または私設ＩＳＤＮにより提供される内線番号が

考えられる。網は番号ディジットを翻訳し、接続先ユーザと網提供者間の契約に従った有効なディジ

ット列かどうかチェックする。

注３－補完とは、適切なアクセスに関して、ユーザ記入の部分番号にＩＳＤＮ番号の残りの部分を付加する

ことをいう。

注４－「網検証成功」とは、ユーザ記入の番号またはこの部分番号が、網側で蓄積された番号と一致するこ

とを意味し、少なくとも、ユーザ記入の番号情報が有効フォーマットであることを意味する。
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注５－「正しい」とは、網の視点から、ユーザ記入の市内番号が網側に蓄積された市内番号の一つと一致す

ることを意味する。

注６－ユーザ記入の番号は破棄される。

注７－網オプションとして、番号種別を「不定」にコーディングしてもよい。その場合、プレフィックスの

有無が国際番号と国内番号を互いに区別するといった網のダイヤル計画に従って、番号が構成される。

ＴＴＣ注－網による発信ユーザへの提供情報に関して、ＩＴＵ－Ｔ勧告では一例のみ示されているが、本表

ではユーザに転送されうる全ての番号種別を明確化するため追加している。

5.9.2.3.1.3　特別契約が適用される場合の着信側加入者線交換機での動作

これらの手順は、基本サービスの一部として提供され、接続先ユーザは、接続先番号通知（ＣＯＬＰ）付加

サービスを契約している必要はない。

着信ユーザから複数の「応答」（CONNECT）メッセージを受信する場合、網はどの「応答」（CONNECT）

メッセージを承認するか決定してから、以下の手順を実行する。

接続先ユーザから一つの「応答」（CONNECT）メッセージを受信すると、網は接続先番号情報要素と接続先

サブアドレス情報要素が含まれているかチェックする。

番号種別が「国内番号」あるいは「国際番号」以外に符号化された接続先番号情報要素を受信したなら、網

は接続先番号情報要素を廃棄し、その情報要素を受信しなかったものとして呼を扱う。

「ＩＳＤＮ／電話番号計画（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４［４］）」または「不定」以外に符号化されたアド

レス／番号計画識別フィールドを伴った接続先番号情報要素を受信すると、網は接続先番号情報要素を廃棄し、

その情報要素を受信していなかったものとして呼を扱う。

接続先ユーザから受信した網検証識別子のどんな値も網は無視する。

「応答」（CONNECT）メッセージに接続先番号情報要素が含まれていない場合、網は接続先ユーザに対応す

るデフォルト番号を用いる。網は網検証識別子に「網記入」を設定する。

上記の手順で決定された情報は、基本呼応答に従って、発信側加入者線交換機に転送される。

接続先サブアドレス情報要素が利用可能である場合、その情報要素は網内を透過的に転送される。

接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）付加サービス（６章参照）の手順により決定された表示識別子は、基本呼

応答に従って、発信側加入者線交換機に転送される。

特別契約が適用される場合の着信側加入者線交換機の動作を表５－３／ＪＴ－Ｑ２９５１に要約する。

接続先番号情報要素が含まれていれば、網は発信ユーザに転送される網検証識別子に、「ユーザ記入、網検

証なし」を設定する。
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表５－３／ＪＴ－Ｑ２９５１　特別契約が適用される場合の接続先ユーザと網による提供情報

　　　　　　（ITU-T Q.2951）

接続先ユーザによる提供情報 網による発信ユーザへの提供情報

接続先ユーザから受

信した接続先番号

（オクテット６）

番号種別

（オクテット５）

転送される接続先番

号（ＣＯＬＲが起動さ

れていないとき）（オ

クテット６）

転送される網検証

識別子（オクテッ

ト５ａ）

転送される番号種別

（オクテット５）

接続先ユーザによる

接続先番号情報要素

提供なし

呼び返しに十分な、網

側に蓄積されている

デフォルト番号

「網記入」 「不定」または「市内

番号」または「国際番

号」または「国内番

号」または「網特有番

号」

（ＴＴＣ注）

（注１、２）

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．

１６４に準ずるあら

ゆるディジット列

「国内番号」または

「国際番号」

ユーザにより提供さ

れた番号

（注１）

「ユーザ記入、網

検証なし」

「国際番号」または

「国内番号」

（注１、２）

注１－発信元が国外の場合、公衆網内のある時点で国内番号を国際番号に変換する必要がある。

注２－網オプションとして、番号種別を「不定」にコーディングしてもよい。その場合、プレフィックスの

有無が国際番号と国内番号を互いに区別するといった網のダイヤル計画に従って、番号が構成される。

ＴＴＣ注－網による着信ユーザへの提供情報の番号種別に関してＩＴＵ－Ｔ勧告では一例のみ示されてる

　　　　　が、本表ではユーザに転送され得るすべての番号種別を明確化するため追加している。

5.9.2.3.2　例外手順

適用されない。

5.10　私設ＩＳＤＮ網との相互接続手順

５．９．２節で記述される手順が使用される。

注－アクセスが私設網で使用される場合の特別契約の提供は特に重要である。

5.11　他網との相互接続

5.11.1　Ｎ－ＩＳＤＮとの相互接続

この節では、Ｂ－ＩＳＤＮとＮ－ＩＳＤＮとの相互接続での加入者線信号を提供するための特定機能を規定

する。この相互接続の記述は、標準ＪＴ－Ｉ５８０［７］の付属資料Ａにおいて定義されている通信シナリオ

Ｂを想定している。

相互接続　Ｎ－ＩＳＤＮ　→　Ｂ－ＩＳＤＮ

ＤＳＳ１の接続先番号情報要素は、インタワーキング機能もしくはターミナルアダプタにより、第２オクテ

ットを挿入し、内容長フィールドを１から２オクテットに変更することで、ＤＳＳ２の接続先番号情報要素に
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マッピングされる。

ＤＳＳ１の接続先サブアドレス情報要素は、インタワーキング機能もしくはターミナルアダプタにより、第

２オクテットを挿入し、内容長フィールドを１から２オクテットに変更することで、ＤＳＳ２の接続先サブア

ドレス情報要素にマッピングされる。

注－第２オクテットのフラグビットは、「情報要素動作指示フィールドは意味を持たない」に設定されるべ

きである。すなわち、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．６節に定義されている一般的なエラー処理手順が適

用される。

相互接続　Ｂ－ＩＳＤＮ　→　Ｎ－ＩＳＤＮ

ＤＳＳ２の接続先番号情報要素は、ターミナルアダプタもしくはインタワーキング機能により、その第２オ

クテットを削除し、内容に他の変更を加えることなく内容長フィールドを調整して、そしてＤＳＳ１メッセー

ジのこの情報要素の順序を守ることで、ＤＳＳ１の接続先番号情報要素にマッピングされる。

ＤＳＳ２の接続先サブアドレス情報要素が存在するならば、ターミナルアダプタもしくはインタワーキング

機能により、その第２オクテットを削除し、内容に他の変更を加えることなく内容長フィールドを調整して、

そしてＤＳＳ１メッセージのこの情報要素の順序を守ることで、ＤＳＳ１の接続先サブアドレス情報要素にマ

ッピングされる。

5.11.2　非ＩＳＤＮとの相互接続

ある非ＩＳＤＮへ向かう呼の場合、接続先番号は発側ＩＳＤＮに接続先番号通知制限の表示なしに通知され

うる。この場合いくつかのオプションがあり、網の規則と規制により以下の選択がある。

－網は、５．９．２．１．１節、第６パラグラフに従い接続先番号情報要素を送信し、接続先サブ

アドレス情報要素を含めない。

－網は、５．９．２．１．１節、第４パラグラフに従い接続先番号情報要素を送信し、接続先サブ

アドレス情報要素を含めない。

－網は、５．９．２．１．１節、第２パラグラフに従い接続先番号情報要素を送信し、接続先サブ

アドレスが利用可能ならば接続先サブアドレス情報要素を含める。

その他の非ＩＳＤＮによっては、完全な接続先番号がＩＳＤＮで利用できないため、接続先番号通知（ＣＯ

ＬＰ）付加サービスに加入している発信ユーザに接続先ユーザの完全な番号を提供することができない。この

場合、網は、５．９．２．１．１節、第６パラグラフに従い接続先番号情報要素を送信し、接続先サブアドレ

ス情報要素を含めない。

ある非ＩＳＤＮへ向かう呼の場合、接続先番号は発側ＩＳＤＮに接続先番号通知制限の表示とともに通知さ

れうる。この場合、網は、５．９．２．１．１節、第２パラグラフに従い接続先番号情報要素を送信し、接続

先サブアドレスが利用可能ならば接続先サブアドレス情報要素を含める。

網オプションとして、着側の網は接続先ユーザを特定するいかなる情報も他の網へ転送することを規制しう
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る。

5.12　他の付加サービスとの相互作用

5.12.1　接続先番号通知（ＣＯＬＰ）

　記述には意味がない。

5.12.2　接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）

接続先番号は、接続先ユーザが接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）付加サービスを契約している場合、発信ユ

ーザへ通知されない。ＣＯＬＰ契約しているユーザがＣＯＬＲより優先される唯一の場合は、ＣＯＬＰユーザ

が特権加入者属性を持つときである。これは国内オプションである。

5.12.3　発信者番号通知（ＣＬＩＰ）

　相互作用なし。

5.12.4　発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）

　相互作用なし。

5.12.5　ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）

　相互作用なし。

5.12.6　ユーザ・ユーザ情報転送（ＵＵＳ）

5.12.6.1　サービス１

　相互作用なし。

5.12.7　複数加入者番号（ＭＳＮ）

　相互作用なし。

5.12.8　サブアドレス（ＳＵＢ）

　相互作用なし。

5.13　パラメータ値（タイマ）

　特定のタイマは不要。

5.14　動的記述（ＳＤＬ）
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Set type of number and
addressing/numbering plan

identification
番号種別およびアドレス／

番号計画識別設定

CON IE
provided by the
connected user

接続先ユーザによって示された
ＣＯＮ　ＩＥ

CONNECT
応答

Call present
着呼６

Incoming call proceeding
着呼受付９
Call received
呼出中７

OK

No

No Yes

Yes

Not OK ＳＩ＝００Verification of the number
番号検証

Default number
デフォルト番号

ＳＩ＝１１

COLR Service
ＣＯＬＲサービス

Default number
デフォルト番号

ＳＩ＝１１

Complete the number
番号補完

ＳＩ＝０１

Setup confirm
呼設定確認

Connect request
応答８

Special
arrangement
特別契約

注１－本ＳＤＬ図のスタイルは、Ｎ－ＩＳＤＮとＢ－ＩＳＤＮにおける付加サービスの共通性を強調するため

に、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の付属資料Ａで提供されているものよりも、標準ＪＴ－Ｑ９５１のそれに準

じている。したがって標準ＪＴ－Ｑ２９３１の付属資料Ａにあるいくつかの詳細（例えばメッセージ検

証）はここで示されていない。

注２－本手順は接続先ユーザによるＣＯＬＰ契約とは独立に実行され、基本サービスの一部として提供される。

注３－網検証識別（ＳＩ）は以下のようにコーディングされる。

－ＳＩ＝１１　網記入

－ＳＩ＝０１　ユーザ記入、網検証成功

－ＳＩ＝００　ユーザ記入、網検証なし

図５－３／ＪＴ－Ｑ２９５１　着側の網における動的記述

　　　　　　　　　　　　　（ITU-T Q.2951）
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Overlap sending 分割発呼 2
outgoing call proceeding 発呼受付 3

Call delivered 呼出通知 4

CON IE without
number digits

番号ディジットなし
のＣＯＮ ＩＥ

Active
通信中

10

Presentation allowed
表示許可

User subscribed
to COLP

ＣＯＬＰを契約している
ユーザ

YesNo

No

Yes

Yes

No

SETUP RESPONSE

呼設定応答

CON IE
available

ＣＯＮ ＩＥ
利用可能

CON IE without
number digits

番号ディジットなし
のＣＯＮ ＩＥ（注２）

CONNECT
応答

YesNo

No CON IE is sent to
the calling user

発信ユーザに送信す
るＣＯＮ ＩＥなし

Send CON IE as
received
受信した

ＣＯＮ ＩＥ送信

Override
特権加入者

注１－本ＳＤＬ図のスタイルは、Ｎ－ＩＳＤＮとＢ－ＩＳＤＮにおける付加サービスの共通性を強調するため

に、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の付属資料Ａにて提供されているものよりも標準ＪＴ－Ｑ９５１のそれに準

じている。したがって、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の付属資料Ａにある幾つかの詳細（例．メッセージ検証）

はここでは示されていない。

注２－この場合、ＳＩ（網検証識別子）＝１１、ＰＩ（表示識別子）＝１０。

ＴＴＣ注－ＳＤＬ中で分割発呼に関する状態が記述されているが、ＴＴＣ標準としては非標準である。

図５－４／ＪＴ－Ｑ２９５１　発側の網における動的記述

　　　　　　　　　　　　　　（ITU-T Q.2951）
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付録Ｉ　信号フロー（標準ＪＴ－Ｑ２９５１の５章に対する）

（本付録は本標準の一部ではない）

基本呼制御手順の一部であるため、信号フローは含まれない。
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６．接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）

6.1　規定範囲

本標準は、ディジタル加入者線信号方式Ｎｏ．２（ＤＳＳ２）プロトコルを用いて、ＴＢ参照点またはＳＢ／

ＴＢ一致参照点（標準ＪＴ－Ｉ４１３［１］で定義されている）における広帯域サービス総合ディジタル網（Ｂ

－ＩＳＤＮ）のための接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）付加サービスのステージ３を規定している。ステージ

３は、テレコミュニケーションサービス（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．１３０［２］参照）をサポートするために必要

とされるプロトコル手順と交換機能を規定している。

加えて本標準は、中間にある私設Ｂ－ＩＳＤＮを経由してユーザにサービスが提供される場合、そのＴＢ参照

点におけるプロトコル要求条件は規定している。

本標準は、Ｂ－ＩＳＤＮではないテレコミュニケーションネットワークを経由してユーザにサービスが提供

される場合のプロトコル要求条件は付加的には規定しない。

接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）は、発信ユーザに対して接続先のＩＳＤＮ番号及びサブアドレスの表示を

制限するために接続先ユーザに対して提供される付加サービスである。

接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）付加サービスは、全てのテレコミュニケーションサービスに対して適用可

能である。

本標準は、接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）付加サービスをサポートし、公衆Ｂ－ＩＳＤＮへのアクセスと

して利用されるＴＢ参照点またはＳＢ／ＴＢ一致参照点のいずれかに接続される装置に対して適用可能である。

6.2　参考文献

以下のＴＴＣ標準及びＩＴＵ－Ｔ勧告とその他の参考文献は、本標準中で参照されることにより本標準の規

定の一部を構成する。ここでは、本標準が制定された時点での有効な版数を示しているが、全ての標準や勧告

および参考文献は改訂されうる。そのため、本標準の利用者は、以下に示した標準や勧告及び参考文献の最新

版が適用できるかどうか調査すべきである。現在の有効なＴＴＣ標準およびＩＴＵ－Ｔ勧告の一覧は定期的に

出版されている。

［１］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ４１３－“広帯域ＩＳＤＮユーザ・網インタフェース規定点及びインタフェ

ース構造”

［２］ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．１３０－“Method for the characterization of telecommunication services supported

by an ISDN and network capabilities of an ISDN”

［３］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２９３１－“広帯域ＩＳＤＮユーザ・網インタフェースレイヤ３仕様基本呼

／コネクション制御”

［４］ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４－“Numbering plan for the ISDN era”, Rev.1.

［５］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅵ］－“接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）”

［６］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２９５１［５章］－“接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）”

［７］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ５８０－“広帯域ＩＳＤＮと 64kbit/s 系ＩＳＤＮ間インタワーキングの一般

原則”



ＪＴ－Ｑ２９５１ － 56 －

6.3　定義

　本標準の目的のために以下の定義を適用する。

ユーザ：

ユーザ・網インタフェースにおけるユーザ側のＤＳＳ２プロトコルエンティティ。

網：

ユーザ・網インタフェースにおける網側のＤＳＳ２プロトコルエンティティ。

サービス対象ユーザ：

着信呼に関して、接続先番号情報の（固定的な、または呼毎の）通知制限に加入している特定のＩ

ＳＤＮ番号をもつユーザ。サービス対象ユーザは、接続先ユーザでもある。

発信ユーザ：

発信ユーザとは、サービス対象ユーザにより受信され、接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）が起動さ

れていた呼の生起者である。

ＩＳＤＮ番号：

　　　ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４［４］の中で規定される番号計画と構造に一致する番号。

6.4　略語

本標準の目的のために以下の略語が使用される。

Ｂ－ＩＳＤＮ Broadband Integrated Services Digital Network

広帯域サービス総合ディジタル網

ＣＯＬＰ Connected Line Identification Presentation

接続先番号通知

ＣＯＬＲ Connected Line Identification Restriction

接続先番号通知制限

ＣＯＮ Connected Number

接続先番号

ＤＳＳ２ Digital Subscriber Signalling System No.2

ディジタル加入者線信号方式Ｎｏ．２

ＩＥ Information Element

情報要素

ＩＳＤＮ Integrated Services Digital Network

サービス総合ディジタル網

Ｎ－ＩＳＤＮ Narrow-band Integrated Services Digital Network

狭帯域サービス総合ディジタル網

ＰＩ Presentation Indicator

表示識別子
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6.5　説明

接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）付加サービスが適用可能でかつ起動されている場合、接続先ユーザのＩＳ

ＤＮ番号および（接続先ユーザが提供しているときは）サブアドレス情報は発信ユーザに通知してはならない

という表示を、着信側網が発信側網に提供する。このような場合、接続先番号およびサブアドレスは、発信ユ

ーザに提供される接続先番号情報に含まれない。

この通知制限機能は、基本サービス手順の一部である網内の接続先番号の転送には影響しない。

6.6　運用上の要求条件

6.6.1　サービス提供／取消し

標準ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅵ］［５］参照。

6.6.2　発側の網に対する要求条件

　６．９．１節参照。

6.6.3　網内での要求条件

適用されない。

6.6.4　着側の網に対する要求条件

接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）付加サービスに関するすべての情報は、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５章で規

定された基本呼手順の一部として送信される「応答」（CONNECT）メッセージに含まれる。

6.7　状態定義

特別な状態は必要ない。

6.8　コーディング上の要求条件

　５．８節と同様。

6.9　ＳＢ／ＴＢ一致参照点における信号手順

6.9.1　発信側加入者線交換機での動作

6.9.1.1　通常動作

発信側加入者線交換機で行われる動作は、５．９．２．１．１節で記述されている接続先番号通知（ＣＯＬ

Ｐ）付加サービスの一部として提供されている。

6.9.1.2　例外手順

適用されない。

6.9.2　着信ユーザでの動作

接続先ユーザが、網のデフォルト設定を覆したい場合、ユーザから送る「応答」（CONNECT）メッセージ

に、適切に設定された表示識別子を伴う接続先番号情報要素を含める。
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6.9.3　着信側加入者線交換機での動作

6.9.3.1　通常動作

もし接続先ユーザが、接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）付加サービスの固定モードを契約しているならば、

受信した「応答」（CONNECT）メッセージの表示識別子は無視される。網は表示識別子を「表示制限」に設

定する。

接続先ユーザが、接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）付加サービスの呼毎モードを契約しており、デフォルト

設定を覆したい場合、着側の網は受信した接続先番号情報要素に従って表示識別子を設定する。

番号ディジットが含まれるのならば、５．９．２．３節の表５－２／ＪＴ－Ｑ２９５１あるいは表５－３／

ＪＴ－Ｑ２９５１に従って扱われる。

もし、ユーザが接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）付加サービスを呼毎契約で要求している場合で、かつ、「応

答」（CONNECT）メッセージに接続先番号情報要素が含まれていない場合、着側の網は契約した値に従った

表示識別子を設定する。

表示識別子は、基本呼応答とともに発側の網に転送される。

6.9.3.2　例外手順

適用されない。

6.10　私設ＩＳＤＮとの相互接続手順

　６．９節で規定される手順が使用される。

6.11　他網との相互接続

6.11.1　Ｎ－ＩＳＤＮとの相互接続

この節では、Ｂ－ＩＳＤＮとＮ－ＩＳＤＮとの相互接続での加入者線信号を提供する為の特定機能を規定す

る。この相互接続の記述は、標準ＪＴ－Ｉ５８０［７］の付属資料Ａにおいて定義されている通信シナリオＢ

を想定している。

相互接続　Ｎ－ＩＳＤＮ　→　Ｂ－ＩＳＤＮ

ＤＳＳ１の接続先番号情報要素は、インタワーキング機能もしくは、ターミナルアダプタにより第２オクテ

ットが挿入され、内容長フィールドを１から２オクテットに変更して、ＤＳＳ２の接続先番号情報要素にマッ

ピングされる。

注－オクテット２のフラグビットは、「情報要素動作指示フィールドは意味を持たない」に設定される。つ

まり、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．６節で定義される一般的なエラー処理手順が適用される。

相互接続　Ｂ－ＩＳＤＮ　→　Ｎ－ＩＳＤＮ

ＤＳＳ２の接続先番号情報要素は、ターミナルアダプタもしくは、インタワーキング機能により、その第２

オクテットを削除し、内容に他の変更を加えることなく内容長フィールドを調整して、そしてＤＳＳ１メッセ

ージのこの情報要素の順序を守ることでＤＳＳ１の接続先番号情報要素にマッピングされる。
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6.11.2　非ＩＳＤＮとの相互接続

呼が非ＩＳＤＮ向けまたは非ＩＳＤＮ経由である場合、制限通知が発側の網まで転送されることは保証され

ない。接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）付加サービスが適用できるとき、国内網オプションとして、着側の網

は、接続先を識別するいかなる情報も発側の網へ転送することを制限することができる。発側の網が表示許可

も制限も何も指示のない接続先番号を受信した場合、発側の網（ホスト網）は網自身の規則と規制に従って動

作する。詳細は５．１１．２節を参照のこと。

ＴＴＣ注－参照節に関して、ＩＴＵ－Ｔ勧告に明らかな誤りがあるため訂正した。

6.12　他の付加サービスとの相互作用

6.12.1　接続先番号通知（ＣＯＬＰ）

接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）付加サービスは、接続先番号通知（ＣＯＬＰ）付加サービスに優先する。

ＣＯＬＰのサービス対象ユーザがＣＯＬＲより優先される唯一の場合は、ユーザが特権加入者属性を持つとき

である。これは国内オプションである。

6.12.2　接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）

記述には意味がない。

6.12.3　発信者番号通知（ＣＬＩＰ）

相互作用なし。

6.12.4　発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）

相互作用なし。

6.12.5　ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）

相互作用なし。

6.12.6　ユーザ・ユーザ情報転送（ＵＵＳ）

6.12.6.1　サービス１

相互作用なし。

6.12.7　複数加入者番号（ＭＳＮ）

相互作用なし。

6.12.8　サブアドレス（ＳＵＢ）

相互作用なし。

6.13　パラメータ値（タイマ）

特定のタイマは不要。
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6.14　動的記述（ＳＤＬ）

COLR
service

ＣＯＬＲサービス

Subscription
option

加入契約オプション

PI as received from
the connected user

ＰＩ＝接続先ユーザ
から受信したＰＩ値

PI=00 set by
the network
ＰＩ＝００
を網が設定

PI=01 set by
the network
ＰＩ＝０１
を網が設定

PI=default value

ＰＩ＝
デフォルト値

PI included in the CON IE
ＣＯＮ　ＩＥに

ＰＩあり

Connected user
subscribed to COLR
接続先ユーザは
ＣＯＬＲに契約

YesNo

Yes

Temporary
呼毎契約

Permanent
固定契約

No

注１－本ＳＤＬ図のスタイルは、Ｎ－ＩＳＤＮとＢ－ＩＳＤＮにおける付加サービスの共通性を強調するため

に、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の付属資料Ａで提供されているものよりも、標準ＪＴ－Ｑ９５１のそれに準

じている。したがって、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の付属資料Ａにあるいくつかの詳細（例えばメッセージ

検証）はここでは示されていない。

注２－ ＰＩ＝００ 「表示許可」

ＰＩ＝０１ 「表示制限」

図６－１／ＪＴ－Ｑ２９５１　着側の網における動的記述

　　　　　　　　　　　　　　　（ITU-T Q.2951）
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付録Ⅰ　信号フロー（標準ＪＴ－Ｑ２９５１の６章に対する）

（本付録は本標準の一部ではない）

基本呼制御手順の一部であるため、信号フローは含まれない。
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８．サブアドレス（ＳＵＢ）

8.1　規定範囲

本標準は、ディジタル加入者線信号方式Ｎｏ．２（ＤＳＳ２）プロトコルを用いる、ＴＢ参照点またはＳＢ／

ＴＢ一致参照点（標準ＪＴ－Ｉ４１３［１］で定義されている）における広帯域サービス総合ディジタル網（Ｂ

－ＩＳＤＮ）のためのサブアドレス（ＳＵＢ）付加サービスのステージ３を規定している。ステージ３は、テ

レコミュニケーションサービス（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．１３０［２］参照）をサポートするために必要とされる

プロトコル手順と交換機能を規定している。

付け加えて、本標準は、中間にある私設Ｂ－ＩＳＤＮを経由してユーザにサービスが提供される場合、その

ＴＢ参照点のプロトコル要求条件を規定している。

本標準は、Ｂ－ＩＳＤＮではないテレコミュニケーションネットワークを経由してユーザにサービスが提供

される場合のプロトコル要求条件は付加的には規定しない。

サブアドレス（ＳＵＢ）付加サービスは、ＩＳＤＮ番号で与えられる以上のアドレス容量の拡張を着信ユー

ザ（サービス対象ユーザ）に許容する。

サブアドレス（ＳＵＢ）付加サービスの応用は、標準ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅷ］に規定される。

本標準は、サブアドレス（ＳＵＢ）付加サービスをサポートし、公衆Ｂ－ＩＳＤＮへのアクセスとして利用

されるＴＢ参照点またはＳＢ／ＴＢ一致参照点のいずれかのサイドに接続される装置に対して適用できる。

8.2　参考文献

以下のＴＴＣ標準及びＩＴＵ－Ｔ勧告とその他の参考文献は、本標準中で参照されることにより本標準の規

定の一部を構成する。ここでは、本標準が制定された時点での有効な版数を示しているが、全ての標準や勧告

および参考文献は改訂されうる。そのため、本標準の利用者は、以下に示した標準や勧告および参考文献の最

新版が適用できるかどうか調査すべきである。現在の有効なＴＴＣ標準およびＩＴＵ－Ｔ勧告の一覧は定期的

に出版されている。

［１］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ４１３－“広帯域ＩＳＤＮユーザ・網インタフェース規定点及びインタフェ

ース構造”

［２］ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．１３０－“Method for the characterization of telecommunication services supported

by an ISDN and network capabilities of an ISDN”

［３］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ２９３１－“広帯域ＩＳＤＮユーザ・網インタフェースレイヤ３仕様基本呼

／コネクション制御”

［４］ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４－“Numbering plan for the ISDN era”, Rev.1.

［５］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ２５１［Ⅷ］－“サブアドレス（ＳＵＢ）”

［６］ ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ５８０－“広帯域ＩＳＤＮと 64kbit/s 系ＩＳＤＮ間インタワーキングの一般

原則”

8.3　定義

本標準の目的のために以下の定義を適用する。
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ユーザ：

ユーザ・網インタフェースにおけるユーザ側のＤＳＳ２プロトコルエンティティ。

網：

ユーザ・網インタフェースにおける網側のＤＳＳ２プロトコルエンティティ。

サービス対象ユーザ：

サブアドレス（ＳＵＢ）付加サービスのサービス対象ユーザは、着信ユーザ又は、網の着信側にお

ける他の私設設備である。

8.4　略語

本標準の目的のために以下の略語が使用される。

Ｂ－ＩＳＤＮ Broadband Integrated Services Digital Network

広帯域サービス総合ディジタル網

ＤＳＳ２ Digital Subscriber Signalling System No.2

ディジタル加入者線信号方式Ｎｏ．２

ＩＳＤＮ Integrated Services Digital Network

サービス総合ディジタル網

Ｎ－ＩＳＤＮ Narrow-band Integrated Services Digital Network

狭帯域サービス総合ディジタル網

ＰＳＴＮ Public Switched Telephone Network

公衆交換電話網

ＳＵＢ Subaddressing

サブアドレス

8.5　説明

サブアドレスはＩＳＤＮ番号とは独立に、アドレス番号容量の追加を提供する。

発信ユーザにより着サブアドレスが与えられる場合、着サブアドレスは着信ユーザへ透過的に提供される。

着サブアドレスは、着信ユーザによる整合性の検証対象となり得る。サービス対象ユーザのみが、サブアドレ

スの意味を定義する。

サブアドレス（ＳＵＢ）付加サービスにより提供される機能は、ＩＳＤＮアクセスの先の、呼の特定のエン

ドポイントを識別するために使用することが可能である。

発信ユーザが着サブアドレス情報要素を着信ユーザへ転送したい場合、基本サービスの一部として、発信ユ

ーザは「呼設定」（SETUP）メッセージに着サブアドレス情報を挿入する（付図８－Ⅱ．１を参照）。

サブアドレス情報は、発信側のユーザ・網インタフェースから着信側のユーザ・網インタフェースまで網内

を透過的に転送される。着信ユーザ側において、着信ユーザが本付加サービスを契約している場合、着サブア

ドレスは「呼設定」（SETUP）メッセージ中に含まれ提供される。
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注－他のサブアドレス情報要素、例えば発サブアドレスあるいは接続先サブアドレス情報要素は、サブアド

レス（ＳＵＢ）付加サービスの対象ではない。従ってそれらは、しかるべき付加サービス規定において

記述される（例えば、発信者番号通知（ＣＬＩＰ）付加サービスや接続先番号通知（ＣＯＬＰ）付加サ

ービスの規定の中で）。

8.6　運用上の要求条件

8.6.1　サービス提供／取消し

サブアドレス（ＳＵＢ）付加サービスは、事前契約なしに利用可能としてもよいし、サービス提供者とユー

ザ間の加入契約が交わされた後に提供されるようにしてもよい。

契約オプションが必要とされる場合、ユーザは着信時の「呼設定」（SETUP）メッセージ中の着サブアドレ

ス情報要素を受信するためにサブアドレス（ＳＵＢ）付加サービスを契約する。

サービスの取消しは加入者の要求あるいはサービス提供者の理由により、サービス提供者が行う。

8.6.2　発側の網に対する要求条件

標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．１節に従った通常の基本呼制御手順が適用される。

8.6.3　網内での要求条件

適用されない。

8.6.4　着側の網に対する要求条件

標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．２節に従った通常の基本呼制御手順が適用される。

8.7　状態定義

標準ＪＴ－Ｑ２９３１に従った基本呼制御に関する状態が適用される。

8.8　コーディング上の要求条件

サブアドレス（ＳＵＢ）付加サービスにおいて、発信ユーザは、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の４．５．１２節に

定義された着サブアドレス情報要素を使用する。

着サブアドレス情報要素の最大長は２５オクテットであり、２０オクテットのサブアドレス情報の転送を許

容している。

ＴＴＣ注－着サブアドレス情報要素の参照節に関して、ＩＴＵ－Ｔ勧告に明らかな誤りがあるため訂正した。

8.9　ＳＢ／ＴＢ一致参照点における信号手順

8.9.1　発信側加入者線交換機での動作

8.9.1.1　通常動作

標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５章に従った通常の基本呼制御手順が適用される。

8.9.1.2　例外手順

着サブアドレス情報要素が標準ＪＴ－Ｑ２９３１の３章に示される最大長を超える場合、本情報要素は内容

エラーとして扱われる（標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．６．８．２節参照）。
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8.9.2　着信側加入者線交換機での動作

8.9.2.1　通常動作

着サブアドレス情報要素は、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．２節の手順に従い、「呼設定」（SETUP）メッセ

ージに含まれ、網からサービス対象ユーザに送信される。これは、発信ユーザがサブアドレス情報を提供した

ことを意味する。

8.9.2.2　例外手順

サブアドレス（ＳＵＢ）付加サービスが着信ユーザに提供されない場合、あるいは着サブアドレス情報要素

が最大長（８．８節参照）を超える場合、網は着サブアドレス情報要素を破棄する。発信ユーザには何も通知

されない。

サブアドレス（ＳＵＢ）付加サービスが着信ユーザに提供されているが、発信ユーザが着サブアドレス情報

要素にサブアドレス情報を含まない場合、サブアドレス（ＳＵＢ）付加サービスは提供することができず、着

サブアドレス情報要素なしで着信ユーザに呼が提供される。

ユーザがサブアドレス（ＳＵＢ）付加サービスをサポートしているが、受信したサブアドレス情報がユーザ

自身のサブアドレスと一致しない場合、その呼は無視される［標準ＪＴ－Ｑ２９３１の付属資料ＢのＢ．３．

１ ａ）を参照］。

サブアドレス（ＳＵＢ）付加サービスをサポートしているユーザが、サブアドレスなしの「呼設定」（SETUP）

メッセージを受信した場合、ユーザは、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．２節に従い、呼を処理する。

注－サブアドレス（ＳＵＢ）付加サービスをサポートしていないユーザが、着サブアドレス情報を含む「呼

設定」（SETUP）メッセージを受信した場合、ユーザは、標準ＪＴ－Ｑ２９３１の５．２節に従い呼を

処理する［標準ＪＴ－Ｑ２９３１の付属資料ＢのＢ．３．１ ｂ）も参照］。

8.10　私設ＩＳＤＮとの相互接続手順

８．９節に規定された手順が使用される。

8.11 他網との相互接続

8.11.1　Ｎ－ＩＳＤＮとの相互接続

この節では、Ｂ－ＩＳＤＮとＮ－ＩＳＤＮとの相互接続での加入者線信号を提供するための特定機能を規定

する。この相互接続の記述は、標準ＪＴ－Ｉ５８０［６］の付属資料Ａにおいて定義されている通信シナリオ

Ｂを想定している。

相互接続　Ｎ－ＩＳＤＮ　→　Ｂ－ＩＳＤＮ

　適用されない。

相互接続　Ｂ－ＩＳＤＮ　→　Ｎ－ＩＳＤＮ

ＤＳＳ２の着サブアドレス情報要素は、ターミナルアダプタもしくはインタワーキング機能により、その第

２オクテットを削除し、内容に他の変更を加えることなく内容長フィールドを調整して、そしてＤＳＳ１のメ

ッセージのこの情報要素の順序を守ることで、ＤＳＳ１の着サブアドレス情報要素にマッピングされる。
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8.11.2　非ＩＳＤＮとの相互接続

全接続に対して呼がＩＳＤＮによりサポートされない場合、サブアドレス（ＳＵＢ）付加サービスは適用さ

れない場合もありうる。

8.12　他の付加サービスとの相互作用

8.12.1　接続先番号通知（ＣＯＬＰ）

相互作用なし。

8.12.2　接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）

相互作用なし。

8.12.3　発信者番号通知（ＣＬＩＰ）

相互作用なし。

8.12.4　発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）

相互作用なし。

8.12.5　ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）

相互作用なし。

8.12.6　ユーザ・ユーザ情報転送（ＵＵＳ）

8.12.6.1　サービス１

相互作用なし。

8.12.7　複数加入者番号（ＭＳＮ）

相互作用なし。

8.12.8　サブアドレス（ＳＵＢ）

記述には意味がない。発信ユーザ側あるいは着信ユーザ側における異なるサブアドレス機能間の相互作用を

付録Ⅱの付図８－Ⅱ．１／ＪＴ－Ｑ２９５１に示す。

8.13　パラメータ値（タイマ）

特定のタイマは不要。

8.14　動的記述（ＳＤＬ）

標準ＪＴ－Ｑ２９３１の付属資料Ａ参照。
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付録Ⅰ　信号フロー（標準ＪＴ－Ｑ２９５１の８章に対する）

（本付録は本標準の一部ではない）

標準ＪＴ－Ｑ２９３１に従う通常の基本呼制御手順に加えるべきサブアドレス（ＳＵＢ）付加サービスの特

定の信号フローはない。
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付録Ⅱ　アドレス情報要素と付加サービスの関係（標準ＪＴ－Ｑ２９５１の８章に対する）

（本付録は本標準の一部ではない）

基本呼制御もしくは付加サービスに対するアドレス情報要素の相互関係を付図８－Ⅱ．１に示す。

発信ユーザ 着信ユーザ

基本呼制御に 「呼設定」（SETUP） 付加サービスに

おいて送信する 「呼設定」（SETUP） おいて受信する

可能性のあるもの 可能性のあるもの

着番号 着番号；／ＤＤＩ／ＭＳＮ

着サブアドレス 着サブアドレス；／ＳＵＢ

発番号 発番号；／ＣＬＩＰ

発サブアドレス 発サブアドレス；／ＣＬＩＰ

付加サービスに 「応答」（CONNECT） 基本呼制御に

おいて受信する 「応答」（CONNECT） おいて送信する

可能性のあるもの 可能性のあるもの

接続先番号；／ＣＯＬＰ 接続先番号

接続先サブアドレス；／ＣＯＬＰ 接続先サブアドレス

  情報要素名の後に現われる以下の記号は、適用するサービスを示す。

ＤＤＩ Direct Dialling In supplementary service

ダイレクトダイヤルイン付加サービス

ＭＳＮ Multiple Subscriber Number supplementary service

複数加入者番号付加サービス

ＳＵＢ Subaddressing supplementary service

サブアドレス付加サービス

ＣＬＩＰ Calling Line Identification Presentation supplementary service

発信者番号通知付加サービス

ＣＯＬＰ Connected Line Identification Presentation supplementary service

接続先番号通知付加サービス

付図８－Ⅱ．１／ＪＴ－Ｑ２９５１　基本呼制御もしくは付加サービスに対するアドレス情報要素の相互関係

　　　　（ITU-T Q.2951）
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付録　ＪＴ－Ｑ２９５１標準ＴＴＣ用語対照表                      （１／３）

英語 用語原案

access information element アクセス情報要素

addressing/numbering plan identification アドレス／番号計画識別

analogue PSTN アナログＰＳＴＮ

basic call control 基本呼制御

basic call procedure 基本呼手順

basic call request 基本発呼要求

basic call response 基本呼応答

broadband integrated services digital network 広帯域サービス総合ディジタル網

call delivered 呼出通知

call redirection コールリダイレクション

call reference 呼番号

call transfer コールトランスファ

called party number information element 着番号情報要素

called party subaddress information element 着サブアドレス情報要素

called user 着信ユーザ

calling line identification presentation (CLIP) 発信者番号通知（ＣＬＩＰ）

calling line identification restriction (CLIR) 発信者番号通知制限（ＣＬＩＲ）

calling number 発信者番号

calling party 発信者

calling party number 発番号

calling party number information element 発番号情報要素

calling user 発信ユーザ

code set コード群

coding standard コーディング標準

coincident SB/TB reference point ＳＢ／ＴＢ一致参照点

communication scenario B 通信シナリオＢ

compatibility information 整合性情報

completion of the number 補完番号

connected line 接続先

connected line identification information 接続先番号情報

connected line identification presentation (COLP) 接続先番号通知（ＣＯＬＰ）

connected line identification restriction (COLR) 接続先番号通知制限（ＣＯＬＲ）

connected line identity 接続先番号

connected number 接続先番号

connected number information element 接続先番号情報要素

connected party 接続先ユーザ

connected subaddress 接続先サブアドレス

connected user 接続先ユーザ
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ＪＴ－Ｑ２９５１標準ＴＴＣ用語対照表                      （２／３）

英語 用語原案

DDI number ＤＤＩ番号

default number デフォルト番号

destination local exchange 着信側加入者線交換機

dialing check ダイヤル番号チェック

digit sequence ディジット列

digital subscriber signalling system No.2 ディジタル加入者線信号方式Ｎｏ．２

digits field ディジットフィールド

direct dialling in (DDI) ダイレクトダイヤルイン（ＤＤＩ）

en-bloc receiving 一括着呼

IE instruction field 情報要素動作指示フィールド

information element 情報要素

integrated services digital network サービス総合ディジタル網

interworking function インタワーキング機能

ISDN number ＩＳＤＮ番号

ISPBX(integrated services private branch exchange) ＩＳＤＮ構内交換機

length indication 内容長フィールド

message length メッセージ長

message type メッセージ種別

multiple ISDN numbers 複数ＩＳＤＮ番号

multiple subscriber number (MSN) 複数加入者番号（ＭＳＮ）

narrow-band integrated services digital network 狭帯域サービス総合ディジタル網

network operator 網運用者

network provided 網記入

number digits 番号ディジット

number digits field 番号ディジットフィールド

number unavailable indication 番号利用不可表示

numbering plan 番号計画

originating local exchange 発信側加入者線交換機

originating network side 発側の網

originating user 発信ユーザ側

outgoing call proceeding 発呼受付

overlap receiving 分割着呼

overlap sending 分割発呼

override 特権加入者

override category 特権加入者属性

per call basis 呼毎モード

per-call basis 呼毎契約
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permanent 固定契約

ＪＴ－Ｑ２９５１標準ＴＴＣ用語対照表                      （３／３）

英語 用語原案

permanent mode 固定モード

presentation allowed 表示許可

presentation indicator 表示識別子

presentation restricted 表示制限

private B-ISDN 私設Ｂ－ＩＳＤＮ

private installation 私設設備

private system 私設システム

procedures for interworking 相互接続手順

procedures of basic call 基本呼手順

protocol requirement プロトコル要求条件

public B-ISDN 公衆Ｂ－ＩＳＤＮ

public ISDN 公衆ＩＳＤＮ

public switched telephone network 公衆交換電話網

restriction indication 制限通知

screening 網検証

screening indicator 網検証識別子

served user サービス対象ユーザ

special arrangement 特別契約

subaddress information サブアドレス情報

subaddressing (SUB) サブアドレス（ＳＵＢ）

subscription option 加入契約オプション

telecommunication service テレコミュニケーションサービス

temporary 呼毎契約

terminal adapter ターミナルアダプタ

terminating exchange 着信側交換機

terminating network side 着側の網

transit exchange 中継交換機

two number delivery 二番号通知

type of number 番号種別

type of subaddress サブアドレス種別

user-provided, not screened ユーザ記入、網検証なし

user-provided, verified and passed ユーザ記入、網検証成功

verification of the number 番号検証

verified 網検証成功
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